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  ○議事日程 

    第１ 議員提出議案第１号        国分寺市議会議員定数条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

 

 午後２時 44 分開議 ◯議長（木村 徳君）  ただいまの出席議員は 24 人であります。 
 これより本日の会議を開きます。 
 本日は休会日でありますが、会議規則第９条第３項の規定により、特に会議を開きます。 
 なお、出席説明員につきましては、市長、副市長、秘書課長のみ出席の要請をしておりますので、

あらかじめ御承知おきください。 
    ────────────────── ◇ ────────────────── 
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           日程第１ 議員提出議案第１号 国分寺市議会議員定数条例の一部を改正す

る条例について 

2 ◯議長（木村 徳君）  日程第１、議員提出議案第１号を議題といたします。 
 なお、本日、甲斐議員より賛成者として署名の追加がございましたので、御報告いたします。 
 提案者に提案理由の説明を求めます。 
 尾澤議員。 
                （23 番 尾澤しゅう君登壇） 

3 ◯23 番（尾澤しゅう君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正す

る条例について、提案理由を申し上げます。 
 本案は、地方自治法第 91 条第１項の規定に基づき、現行の国分寺市議会議員の定数を 24 人

から２人削減し、その定数を 22 人にする必要があるため、条例の一部を改正いたしたいというも

のでございます。 
 国分寺市の議員定数の推移は、昭和 39 年の市施行時に法定上限数の 36 人で始まりましたが、

昭和 41 年には 30 人、平成２年には 28 人、平成 14 年には 26 人、平成 18 年に 24 人となり、現在

に至っております。 
 議員定数については、かつては地方自治法において法定数が規定されていましたが、平成 15
年１月より、法定上限数の範囲で、自治体みずからが条例で定める条例定数制度とされ、さらに

平成 23 年の改正において、法定上限数についても撤廃されています。これは議員の定数につい

ては各自治体の判断に完全に委ねられることを意味するものです。 
 国分寺市では、最後に議員定数が削減されてから 10 年以上がたち、そこで改めて国分寺市に

おける適正な議員定数についての昨今の社会情勢や、その他の自治体の状況等を踏まえ、ここ

に国分寺市議会議員定数条例の一部を改正する条例について、議案を提出する次第であります。 
 御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

4 ◯議長（木村 徳君）  お諮りいたします。本案は所管の委員会への付託を省略いたしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 
               （「異議なし」と発言する者あり） 

5 ◯議長（木村 徳君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決

しました。 
 これより質疑に入りますが、申し合わせにより、議案提出議員の答弁は指定の答弁席にてお願

いいたしたいと思いますので、御移動のほうをよろしくお願いいたします。 
 なお、移動の間に一言申し上げますと、先ほどの議会運営委員会におきましても、委員長のほう

から確認がなされておりますが、改めまして議長のほうから一言申し上げます。本来であれば、委

員会付託すべきところでございますが、過日、全員協議会が開催されまして、議論を経て今日に

至っているという経過を踏まえまして、今回に限り付託を省略いたしまして、本会議即決として進め
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てまいりますので、何とぞ、その旨、御了解をいただければと思います。 
 それでは、御質疑ある方は挙手をもってお願いいたします。 

6 ◯９番（幸野おさむ君）  無会派（ここに幸あれ）の幸野おさむでございます。今、議長からの整

理もありましたし、議会運営委員会で委員長からの整理もあったところでございましたが、８月 24
日に議案が１度提案されておりまして、その後、諸般の事情があって議案の取り下げが行われて、

その上で全員協議会が９月６日、１週間前に行われているという。しかし、その全員協議会の段階

では議案自体は撤回されておりまして、議案の提案者というのがいない中で、議員定数のあり方

についてということで議論させていただいたという経過があると思います。そのあり方についてとい

うところの議論を踏まえていただいた上で、今回の議案提案という形になっていると思いますので、

そのときに質問させていただいたことなんかも、改めてどういうふうに考えているのかということな

んかもお伺いさせていただいた上で、質疑をさせていただきたいなというふうに思っているところで

ございます。 
 その上で、初めにお伺いさせていただきたいのが、この経過については今も説明したとおりなん

ですけれども、ただ、公式には８月 24 日に提案がされて、９月６日に、一応、議員定数のあり方と

いう形で議論がなされていると。また昨日提案されて、本日のこの議論という形になっているわけ

ですけれども、やはり期間としては、かなり正直言って短いというか、議論の時間というのは、かな

り厳しい、タイトな状況でここまで来ているというのは事実だろうというふうに私自身思っているんで

すが、その上で、最初に確認したいのは、自治基本条例の第 17 条に議会の責務というのが書か

れておりますけれども、議会は、この条例の基本理念に基づいてとあり、この基本理念というのは、

市民の参加と協働、情報の共有を保障していくということですが、この基本理念に基づいて、効率

的かつ効果的な議会運営に努め、市民の信託に応えなければなりませんということが書かれてお

ります。この市民の信託というのは、やっぱり１つのキーワードかなと思ってまして、我々市議会議

員は、ただ単純に市議会議員だけで運営されているわけじゃなくて、当然、市民の皆様からの信

託を受けて、この議員活動、議会活動というのをしているわけですよね。そういう意味で、その信

託をしていただいている市民の皆様が、この短期間に、恐らく知っている方というのは、ほとんどい

らっしゃらないんじゃないかなと思うんですね。今議会が始まって明らかになって、全員協議会が１

度行われているだけということでありますから、そのことについて、皆様、提案者の方としては、ど

のようにお考えなのか。我々議会、議員が市民から信託を受けているという関係の中で、その市

民の皆さんが何も情報がない中で、この条例が審議される、あるいは議決されるということについ

ては、どのようにお考えなのかを、まず、お伺いしておきたいと思います。 

7 ◯23 番（尾澤しゅう君）  御質疑いただきました。幸野議員からは、自治基本条例の第 17 条を

引用されて、市民の信託を受けている議員として、要は、一定、市民に知らせておいてから、この

議案についての審議をしていくべきであろうというような趣旨でよろしいかというふうに思いますが、

我々といたしましては、議会のことであります、我々議員そのもののあり方について、これはむしろ

市民からの、要は要請だったり、そういう過去のような陳情に基づいての議案の提案というわけで

はなく、日ごろから我々が何か議会改革をしていくために常に持っていかなければいけない意識

の１つという中で、我々自身が考え、我々自身が発議することに意義があるというふうに考えてお
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りますので、一定、市民の皆様に広く議員提出議案が出されることが広がってはいないかもしれま

せんが、私どもとしては、今、私がお話しさせていただいたとおり、我々自身が決断して提案してい

くことが重要だというふうな思いで、御提案をさせていただいているということでございます。 

8 ◯９番（幸野おさむ君）  議会の意思だけで決めていくんだということなのかなというふうに受け

とめましたが、ただ、やっぱり、この議会の定数だとか議員の活動だとかというのは、市民に大き

な影響を与えるということから考えると、議員の定数の問題等々も、やはり自治基本条例の立場

から考えれば、市民の中で議論を喚起していくということも大事だったろうと思いますし、市民から

の御意見をいただいた上で判断するということも大事な要素だったのではないのかなというふうに

思うところでございまして、その点では意見の違いということにならざるを得ないのかもしれないん

ですけれども、私自身は、やはりそこは議会が自分たちだけでというか、決めるというよりは、自治

基本条例の立場できちんと市民参加、あるいは協働、情報を共有しながら意見交換を進めて決め

ていくべき性質のものなんじゃないかなというふうに思っているところでございます。 
 次の質疑に移りたいと思うんですが、自治基本条例の第 17 条第２項では、議会は、議員によっ

て構成された意思決定機関であり、その権限を行使し、市政運営の監視、政策の提案、決定等を

行わなければなりませんということが書いてあります。これは、基本的な議会の責務というか、仕

事というか、役割がここに提起されているわけなんですけれども、その中でも大きく言って１つ目が

市政運営の監視、それから２つ目が政策の提案という形になっているんだろうと思うんですが、市

政運営の監視という点でいうと、これはやはり行政側、行政権力、執行権力が非常に強大な力を

持っているという中にあって、それを予算の使い方であるとか、あるいは条例の規定の仕方ですと

か、そういうことを含めて、議会側で多様な意見を集約していく、議論をしていくということが、この

国分寺市議会にも求められている大きな役割の１つだと思うんです。もう一つが政策の提案という

ことで、政策提言というふうにも言いますけれども、そういうことで、各議員が地域で市民の皆様か

らの御意見を、さまざまな立場、さまざまな角度で吸い上げて、それを行政側に提案していく、提言

していく、実現させていくと。こういう役割２つが求められているんだろうというふうに思うんですね。

それはまさに市民と市政をつなぐ大きなパイプ役として、この市議会というのがあるべき姿なんだ

ろうというふうに思うわけですね。それを総じて一言で言ってしまえば議会制民主主義というふうに

言われていますけれども、この議会制民主主義に照らして、今回の議員定数のあり方というのは、

非常に大きな問題というか、根幹にかかわることだろうと私自身は認識しております。そういう意味

にあって、今回、議案提案者からは資料が１枚つけられておりますけれども、議員定数における類

似団体での比較ということが書かれておりますが、それだけじゃなく、国分寺市全体の状況である

とか、あるいは国分寺市民の今置かれている状況、それから国分寺市、行政側の状況、それから

国分寺市議会の状況等々、私は全員協議会のときにも皆様と意見交換する中で強調していたこと

なんですけれども、多角的にさまざまな角度でそういう状況等々を考えて、その上で、やはり議員

定数のあり方というのを導き出すべきだろうと、分析や検証というのが不可欠であろうというふうに

考えているわけですし、その全員協議会のときにも、そういう提案をさせていただいたんですが、

今回、資料がまだこれしかついてないんですけれども、そのことについては、皆さん方はどういう
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ふうに受けとめていただいたのか、今回の提案には、その思いをどういうふうに込められたのかを

お伺いしたいと思います。 

9 ◯議長（木村 徳君）  提案者のお三方にお伺いしますけど、これ、資料の御説明は必要でしょ

うか。それとも、お読みいただければわかるだろうということで、それを必要としないということであ

れば、どちらでもいいんですけども、その辺、どういたしましょうか。 

10 ◯23 番（尾澤しゅう君）  そうですね。冒頭、資料についても触れるべきであったかもしれませ

ん。申しわけありませんでした。 
 お手元に配付、添付させていただいております資料に関しましては、これは全員協議会で使用さ

せていただいている資料と同一のものであります。改めて、こちらのものは説明をということの申し

出がありましたら、こちらのほうで説明させていただきますが、今、前段申し上げたとおり、全員協

議会でも皆様にはお渡ししているとおりなんで、お申し出があれば、こちらから改めて説明は申し

上げたいというふうに思います。 

11 ◯議長（木村 徳君）  資料に関してはそういうことで、あと幸野議員の御質問に対しての御

答弁ですね。 

12 ◯23 番（尾澤しゅう君）  幸野議員からお求めいただきました質問の内容といたしましては、

国分寺市の過去、現在など含めた、さまざまな多角的な視点で、議員定数について深く議論をし

たり検証していくべきではないかというような御質問だというふうに思っております。 
 こちらに関しましても、我々、一定の財政の状況だったりというのは鑑みてはいますが、何よりも、

ここで２減、要は適正化。２減して適正化することにおいて、これまでも提案理由の中で述べさせて

いただいておりますけれども、過去、国分寺市議会におきましては、定数を削減をしてきている中

で、行財政ともに悪化してきているというわけではなく、むしろ行財政におけば、現在は好転方向

であるというような状況も、一定、先行きはまだまだ不透明な部分はありますけれども、議員定数

を減らしたことによって、財政部分が云々とかということではないというふうに申し上げたいという

ふうに思います。また、議会のチェック機能においても、これも全員協議会でも何人かの議員の方

から発言ありましたけれども、チェック機能が落ちたりとか、また、提案が少なくなったりとかってい

うような状況にはないということが、私どもとしては考えておりますので、今回、改めて 24 人から 22
人にしたいというような考えではあります。そのことをもって、チェック機能だったり政策の提案・立

案機能が著しく落ちるというようなことはないであろうというふうに考えております。 

13 ◯９番（幸野おさむ君）  確認なんですが、私、かなりいろいろな分野で考えなきゃいけないこ

とがあるんじゃないかなというふうに思っている立場なんですが、今の質問の中で、尾澤議員のほ

うから、提案者からの答弁とすれば、財政の状況、行財政の部分と、それからチェック機能につい

て悪くなっていないというか、そういうことが確認されているということが１つの検証結果というか、

皆さん方の持ち合わせている角度の理由という形になるということでよろしいでしょうか。それ以外

については、どういうふうにお考えなのかをお伺いしたいんですけど。 
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14 ◯23 番（尾澤しゅう君）  私どもとしての提案の理由のメーンとさせていただいているところで

ありますけれども、これは少し、それこそ全員協議会でもお話をさせていただいたとおりであります

けれども、24人から22 人になることによって、我々は選挙を通して、市民からの評価、チェックを受

けて、ここに今いるという意味では、２人定数が減ることによって、当選の確率というか、当選のラ

インは、間違いなく、より困難なものになっていくということであります。そのことによって、各議員が

それぞれ切磋琢磨し、よりチェック機能だったり、政策立案機能を磨いていくことにつながっていく

だろうということが、本提案の趣旨のメーンのところでございます。 

15 ◯５番（丸山哲平君）  財政面のところで、１点、補足をさせていただきたいと思います。 
 先ほど尾澤議員からも、財政的な効果というお話もさせていただきましたが、今申し上げたとおり、

今回、我々が提案するに当たって、ここがメーンの理由になる部分ではないのですが、一応申し上

げておきますと、ただ当然に、この適正化、仮に２人減員となった場合には、報酬、期末手当、共

済費、また政務活動費等で、１人当たり年額で 1,000 万円超の減額になるということでございまし

て、この場合、２人であって、また任期が４年ということを考えれば、４年間で 8,000 万円超の効果

もある。あくまでも副次的効果ではありますが、当然、公金を預かる立場という以上は、この効果も

副次的には存在するということは申し上げておきたいと思います。 

16 ◯９番（幸野おさむ君）  私の質問の趣旨とすると、さまざまな角度から検証・分析される必要

があるんじゃないかと、市全体の状況、あるいは市民の状況、国分寺市の状況、市議会の状況で

すね。そういうことを勘案して、やはり議員定数の考え方というのはあるべきなんじゃないのかとい

うことを求めているというか、私自身はそう思っているんですけれども、提案者側からすると、今の

答弁を伺っている限りだと、１つは、目的としては、そういうことよりも、むしろ競争性が働くんだと。

24 人から 22 人にすれば当選ラインが上がるので、かなり選挙の際の、いわゆる競争というのが激

しくなるだろうということが目的だということですよね。一方で、副次的な要素としては、行財政の好

転と、そのチェック機能が後退していないという検証結果をお持ちなのかどうなのかわからないん

ですけれども、議会としてのいわゆる監視、市政運営の監視の部分は後退していない、減らしてき

たけれども後退していないという事実と、その行財政の部分、いわゆるこの３つぐらいが主な目的

というか、検証されていることだということで理解していいでしょうか。 

17 ◯23 番（尾澤しゅう君）  それに、しっかりとつけ加えなければいけないような要素ということを、

１つまた申し上げたいなというふうに思います。お手元の資料でございます。議員定数における類

似団体での比較分析というところで、こちらの数字、国分寺市のところなんですけれども、太い太

枠で囲んであるところでございます。国分寺市民の人口に対して議員の定数を割り戻したときに、

議員１人当たりの人口というのが 5,070 人に１人の割合で、国分寺市では、今、議員がいるという

ところです。これを他の類似団体と比較した際に、やっぱり国分寺市としては多いというような数字

が、下の他の団体の平均値を見ると明らかになっているというふうに思っております。他の類似団

体の平均の議員１人当たりの人口というのは 5,573 人に１人の割合で、ほかの類似団体では議員

の定数が決まっているところであります。それを鑑みても、国分寺市で定数削減をできない理由は

ないというふうに考えております。なので、我々がみずから率先して議会改革というところで、この
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定数を国分寺市の人口に当てはめた場合、5,573 人という、先ほど申し上げた類似団体の平均の

議員の１人当たりの平均人口の数字を当てはめた場合には、国分寺市においては、一番下に書

いてあるとおり 21.83 人というのが、今、我々がほかの団体と比較したときの適正な議員定数の人

数だというような、私どもは判断をしておりまして、21.83 人に一番近い数字、それが 22 人というよ

うな、私たちとしては客観的な数字としての根拠として、皆様にお示しをさせていただいている状況

であります。 

18 ◯９番（幸野おさむ君）  今、最後に述べられた他市との比較ということなんですけれども、た

だ、それも確かに目的というふうに言えるのかどうかというのは、ちょっと私は疑問なんですが、や

っぱり国分寺市議会としては、当然、市民に対して信託を受けてやっているわけで、市民に対して

責任を果たしていかなければならないという立場にあるんだろうと思うんですね。そういう意味にお

いて、目的としては非常に弱いかなと。先ほど競争性を高めるということもあったんですけれども、

そこの部分も後でお伺いしなきゃいけないかなと思っているんですが、目的として、やはり国分寺

市全体であるとか、あるいは市民に対してとか、国分寺市、あるいは市議会に対して、この削減が

どのような意義を持つのかと、何ゆえ必要なのかということですよね。そのことによって、どういう

効果が得られるのかというのは、条例を提案して、議員、議会改革の１つの大きな目的として、私

は議論されるべきなんじゃないのかなと思っております。それも全員協議会でも述べていたんです

が、そういうことを持ってほしいという思いで、そういうことがもしあるのであれば、そういうことを研

究してほしいということで求めたつもりなんですが、その辺はどうなんでしょうか。何かそういう効果

とか、あるいはその意義とか必要性とか、今、国分寺市議会、あるいは市政が抱える課題をどう解

決するのかということが、この削減の中には、どういうふうに込められているのかというのを、ちょっ

とお伺いしたいなと思っています。 

19 ◯23 番（尾澤しゅう君）  幸野議員から今質問をいただいた、全員協議会を踏まえてというとこ

ろではあったんですが、国分寺市が、今、抱えている課題や問題に対して、定数というのを決めて

いくというのは、これは極めて、それぞれの考え方、主観的なものになりがちになりまして、私ども

としては、考え方としては、常に議会として、議員の人数というのは適正な人数で行っていくのがよ

いだろうということで、この御提案を申し上げているというところであります。つまり必要以上に多い

必要はなく、その中でしっかりと、他市で見られるような、一定の、市民から見ても合理的・客観的

な人数の中で、より個人がおのおの切磋琢磨をして、先ほど繰り返しの答弁になりますけれども、

チェック機能や政策立案能力、また市民からの多様な声を聞いていくというようなことに心がけて

いくべきだということで、私どもは提案をさせていただいているということです。 

20 ◯４番（中山ごう君）  先ほど経過の報告の中で全員協議会とありまして、私、体調不良で、そ

の日休んだ欠席者の１人ということで、もちろんその全員協議会を踏まえて、この場があるというこ

とは理解をしていますが、全員協議会の内容が、私、正確に把握できていないということがありま

す。それは私の責任なので、大変申しわけないことなんですけれども、その上での質疑になってし

まうということを、冒頭に申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 まずお聞きしたいのは、地方自治法に市議会の権限というのは規定をもちろんされているですよ
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ね。その権限というのも幾つもあるわけですけれども、その中の１つとして議決権があると。さらに

言えば、その中で、議決権の中に予算を定めるというものもあります。市議会の議決がなければ、

この予算というのは成立しないというものであり、市議会の権限というのは物すごく大きなものが

あるというふうに理解をしています。この理解は一致できるところだと思っております。地方自治法

の解釈でも、議会の権限中、この予算を定めることは最も基本的で本質的なものだということです

ね。そのように解釈をされています。議会のその権限に基づいて予算を議決するに当たって、国

分寺市議会では、平日７日間の審査日程をまずとって、さらに議論が進む中で、それでも足りない

という場合はプラスの日程をとって、慎重な審査を重ねてきているところです。私が議員になって

から、予算審査というのは、そのように行われています。それは大事なことだと、私、思っています。 
 そのように慎重な審査をしているわけですけれども、その審査をするに当たっては、現状、議員

24 人。議長が参加するしないというのはありますけども、基本的には 24 人の議員の目で、その予

算案のチェックをするということになっております。議員の定数が減るということは、やはりそのチェ

ック機能。このチェック機能については、全員協議会でも議論があったということですけれども、や

はりこのチェック機能が後退してしまうというふうに私は考えるわけであります。 
 というのは、やはり予算を分析するに当たり、22 人の視点というよりも、24 人の視点で見たほう

が、より多くの角度から予算案を見れるわけで、それがチェック機能を果たしていると思っているん

ですね。ですので、22 人になれば、その多角的な視点が２人分減るわけですから、それによってチ

ェック機能が私は後退するおそれがあるんだと思っているわけです。 
 しかし、今、幸野議員の質疑の中で、チェック機能は、この間、国分寺市議会として減らしてきて

いるけども、後退していないという答弁もありました。そのチェック機能が後退していないというとこ

ろの検証について、幸野議員も触れてましたけれども、どういう検証があって、チェック機能が後退

してないとお考えなのか、そこをお聞きしたい。 

21 ◯23 番（尾澤しゅう君）  具体的な定量的な数字のところでお求めではないかというふうには

思うんですが、私どもとしては、一定、その定数が多かったというか、以前、今より多かった時代の

議員から聞いている範囲の中ではありますけれども、あと伝え聞いているところでございますが、

議員定数が２人減ることによって視点が減るというような考え方であるならば、これは逆に議員定

数はチェック機能という意味ではふやしていかなければいけないということだというふうに裏を返せ

ばなると思います。しかし、私どもとしては、議員定数をふやしてチェック機能を強化していくべきで

ないであろうというふうに考えておりますし、むしろチェック機能を強くしていくというのは、各議員の

質の向上をすることによって果たされてきているんだろうというふうに思っております。つまり、この

間、国分寺市制が始まって以来、市議会議員の定数が減ってきている状況において、歴代の議員

の皆様の質もより向上して、闊達な議論が、より、また視点も多様な視点をもって議論をされてき

ているんだろうというふうに思っているところであります。 

22 ◯４番（中山ごう君）  今、尾澤議員の答弁の中で、議員の定数をふやすことという言葉もあり

ました。日本共産党国分寺市議団としては、ふやすことも、場合によっては、やはりあるだろうとい

うふうに思っています。その理由は後ほどまた述べていきたいと思うんですけども、ただ、この議員

の定数のあり方、減らすことにおいても、ふやすことにおいても、それは議員が議会の中だけで決
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めていいことではないと私たちは思っているところです。 
 今は議員定数の削減ということが提案をされて、そこで質疑をしているわけなんですけれども、

チェック機能の強化は議員の質を向上させるということがありました。そのことについては全く異論

ありません。まさにそれを各議員個人が日々研さんするべきだろうと私も強く思います。そうだとす

れば、より質の向上を果たすのであれば、24 人のまま、各議員がきちんと研さんをするべきだと。

私は 22 人に減るから、それが議員の切磋琢磨につながるということは、ちょっと理解できないんで

すね。数を減らさないと切磋琢磨につながらないのかというと、そういうわけではない。立候補して、

市民の信託を受けて議員となったのであれば、定数にかかわらず、日々研さんを積む、そして多

角的な視点を身につけていく、それが必要であって、それは定数が 24 人。22 人よりも、24 人のま

ま、それを行ったほうが、よりチェック機能の強化につながるんだと思うんですが、その点はいかが

でしょうか。 

23 ◯５番（丸山哲平君）  今、中山議員からもお考えのところをお聞かせいただいたんですが、

ただ、先ほど類似団体のところで御説明をしたところと若干重複するんですが、やはり我々の今置

かれている状況ということ、このこともやはり判断に加えていかなければいけない。それはどういう

ことかというと、議員の定数というものが、全国的に見ると、今、適正化だと我々は思っているんで

すが、減少の傾向にある中において、少なくとも我々の今回の判断の基準といたしました類似団

体というところで見ると、今、その類似団体のところが 21.83 人という数字が出ていると。その数字

から当然に比較をした場合には、国分寺市の 24 人という数字は、それに対しては若干多いという

状態になっている。かつ、これまで議員の定数というものを、過去４度、国分寺市議会においては

適正化、減少させてきた中においては、質的な向上をもって、チェック機能等を落とすことなく、仕

事というものを果たしてきたということを考えると、今回のこのケースにおいても、我々は 22 人とい

う定数に適正化を果たした上でも、要は他市の状況というものを踏まえた上でも、なお質的なもの

は維持できる、より向上ができるという判断に基づいて、こういった提案をさせていただいていると

いうことでございます。 

24 ◯23 番（尾澤しゅう君）  補足を簡単に。 
 中山議員からは、現状のままでも磨ける部分はあるんじゃないかというところに対しまして、それ

はもちろんあるかというふうに思います。しかしながら、それは個人の努力、個人に委ねられてい

る部分でありまして、私どもが提案させていただいている理由のところは制度、つまり選挙で当選

する人数が少なくなるということで、これは外的要因によって磨かれていくというところを申し上げ

ておりますので、もちろん今でも、現状でも、大いに我々は個々の議員の質を磨いていく立場にあ

りますけれども、これはあくまで個人の判断というか、個人の裁量にかかっている部分であります

から、外的要因の部分で、しっかりと、より質の向上をできるような制度ということで、適正化という

ことで提案をさせていただいております。 

25 ◯４番（中山ごう君）  他市というか、類似団体の状況のことについて、これも大事な視点です

ので、また、その点については質疑をしたいとは思っているんです。 
 さらに尾澤議員からありました、22 人に減らすことで、制度上によって、切磋琢磨をより強制でき
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るじゃないか。議員個人に切磋琢磨をする動機づけというのかな、そういうことにつながるんでは

ないかというような答弁だったと思うんです。これについても、やはり確認はしていきたいと思うん

ですけれども、しかし、今ここで確認したいのは、尾澤議員が最初に述べられたように、私は私の

先ほど述べた理由から、22 人よりも 24 人のほうが、よりチェック機能としては高くすることができる

だろうという点については、それはもちろんあるというふうに、今、尾澤議員が言われたわけですね。

だから、そこの部分は、そうだろうということで理解をしていいんですか。 

26 ◯23 番（尾澤しゅう君）  24 人でチェック機能が不足するかどうかという点で、22 人になると不

足するかどうかという点では、24 人、それ以上に、今後、定数を適正化していく中で図っていくこと

は可能だろうということで、24 人、さらに 26 人、例えば 28 人のほうが、よりチェック機能が働いてい

くということではなくて、視点としては一定の担保はそこにはどこにもないけれども、個人としての視

点は、そこには生まれてくるであろうということでの答弁であります。 

27 ◯４番（中山ごう君）  つまり個人の視点という点で、枠として 22 人にしたほうが、よりその個

人の視点ということで広がる。それを促すということでの提案ということですよね。 
 この点では繰り返しになってしまっているんですけれども、なぜ 22 人にしないと、その個人の切

磋琢磨がいかないのかというのは、やはりちょっと今聞いていても理解できない、私には。というこ

とで、この今回の議案の提案、この点から見ても、今回の議員定数を 22 人にする、その提案理由

というのが、私にはやっぱり見当たらないわけなんです。今の質疑をしていてもね。ということを、こ

の点では指摘をしたいと思います。 

28 ◯８番（及川妙子君）  先ほどのこの資料なんですけど、類似団体でも比較分析ということで、

III－３ですよね。全協のときにも御説明いただいたんですけど、これを抽出した理由を教えてくだ

さい。 

29 ◯５番（丸山哲平君）  今回、我々は、この 10 年超見直しが行われていなかった議員の定数

というものを考えるに当たって、当然、その主観部分では、今の話で、これまで述べてきたところと

いうものは、もともと動機としては持っているんですが、では、客観的に、他市の動向というものを

踏まえて分析、これをどのように行っていくか、このことを検討した際に、なかなかに議員定数とい

う判断軸での分析というものはないという中において、でき得る限り客観性を持った判断基準とい

うものをどのように持つべきかといったことを考えたときに、単に人口が同じ、また、そういった同じ

都道府県にある、こうしたことでは、やはり我々は根拠としては弱さがあるであろうと。その際に１

つ根拠として、今回、判断基準として持ってきたのが類似団体でありまして、こちらは総務省のほう

で区分をしているものですが、人口と産業構造、これを軸に各市町村を分類をしているということ

でございまして、国分寺市は III－３に当たるということで、この III－３、かつ都市部、東京圏です

ね。この東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、また大阪府と愛知県といったところで、この場合の

比較を行ったらどうなるかということを行わせていただいた結果として、この 21.83 人という数字が

出たと。 
 全協のときにも申し上げたんですが、我々もこの数字だけをもって、自動的に定数が定まるとい
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うものだとは考えてございません。そういうふうに思っておりますが、ただ、１つ我々に類似する団

体との比較という意味では、一定の有用性、根拠となり得ると、このように判断をいたしまして、今

回、資料として使用をさせていただきました。 

30 ◯８番（及川妙子君）  確かに、おっしゃるように、なかなか定数が幾つが適正かというのは本

当に決めにくいと思うんですね。それで、これは参考資料ということで出ているんですが、私、あの

ときに質問したんですけど、III－３という団体は幾つあるかということで、全国で 50 団体あるんで

すね。それの平均値は出していますか。 

31 ◯５番（丸山哲平君）  それについてお答えをいたします。全国 50 団体、北海道から※福岡県

のところまで、類似団体、III－３が存在するんですが、全国押しなべて平均で見た場合には 23.48
人になります。しかし、加えて申し上げておきたいところが、先ほど申し上げたとおり、類似団体、こ

れだけが根拠になり得ないと言った理由の１つに、面積という要件が全くないものでございまして、

一番面積の差があるのは、我々の国分寺市と比較をすると、こちら延岡市。国分寺市、面積で 60
倍ぐらいの面積の自治体で、特に地方部になるんですが、こういったところまで入ってきてしまうと。

やはりそれは物理的な条件から見ると、比較としては少しなじまない部分が出てくるであろうという

ことで、我々は都市部ということで、１都３県、また大阪府、愛知県ということで比較を行わせてい

ただきました。（※324 ページに訂正発言あり） 
 ちなみに、加えて申し上げると、ただ、全国で比較をしたほうがいいのではないかというお声もあ

ろうかなと思いますので、国分寺市との面積比で２倍未満の自治体を全て加えた場合には 21.91
人、国分寺市と面積で５倍未満の自治体を加えた場合は 21.76 人、国分寺市の面積の 10 倍未満

のところも含めても 22.57 人ということで、こういった数値から考えても、我々の今回提案している

数値に近いところは出ているということでございます。 

32 ◯８番（及川妙子君）  定数を決める際は面積要件というのは勘案しないですよね。北海道な

んか広いし、それぞれ、それを言うと、あくまで人口比で、有権者数でやっているわけですので、人

口ですね。ですので、私は面積要件については、ちょっと納得しかねますが、先ほど言われたよう

に、50 団体でやった場合は 23.48 人なんですね。私も計算しました。23.5 人でしたけど、福岡県ま

でじゃなくて、延岡市とか別府市、霧島市まであるので。 
 それで、根拠の数字って、すごく難しいと思うんですよ。都内で比較した場合は、今、類似団体が

８市ですから、市の決算なんかのときにも類似団体比較やってますから、ここでやると 22.3 人なん

ですね。一応、都内だけで限ると。ただ、都道府県に限らずとおっしゃってたから、都道府県に限ら

ないなら、どうして、この関東近県というか、都市部。どこが都市部というか大変微妙だと思います

けど、要するに、数字っていじれるわけですよね。もともと、この結果がわかってて、これを抽出し

たとは思いませんけれども、その選ぶ際に、選ぶほうの意思が働くわけですよ。それで、わざわざ

この III－３というのを使うのであれば、私はこの全部の数字か、もしくは都内の数字ね。都内だと

22.3 人ですけど、III－３は、要するに人口と産業構造が同じであるわけです。しかも 50 団体でしょ

う。500 団体もあれば、ちょっと私は、その計算するのもどうかなと思いますけれども、参考資料に

もしするのであれば、III－３全体をするべきだと思いますが、いかがですか。 
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33 ◯５番（丸山哲平君）  あくまで分析ということで、先ほど数字がいじれるというお話がありまし

たが、いじるものではなく、判断として、今回、我々はこういった提示をさせていただいたということ

で、いじるという表現ではないのかなと思っておりますが、おっしゃるとおり東京都内のみの分類と

か、そういったものもいろいろと試したといいますか、試算を当然計算をした上で、我々としては、

産業構造、人口、また、立地の面積のところの部分、こういったことを勘案をして、今回、こういった

判断、提示をさせていただいたということでございます。 
 それと、先ほど私、発言の中で、福岡県というふうに申し上げたんですけれども、一番南は、及

川議員のおっしゃるとおり、鹿児島県の霧島市、こちらも含んでおりますので、こちらは訂正をお願

いしたいと思います。 

34 ◯議長（木村 徳君）  訂正を認めます。 

35 ◯８番（及川妙子君）  もう長くやりませんけれども、ほかに資料がないわけですよ。これが資

料であって、この 21.83 人というのを根拠におっしゃっているのであれば、これはやっぱりもうちょっ

と納得がいく数字でないと。要するに、選んでいるわけだから。 
 面積って、さっきおっしゃったけど、小さいところだってありますよ。私、一々面積は調べてないん

でわかりませんけれども、どこまで入れるかって、すごい難しいと思うんですよね。ただ、やっぱり、

もしこれをやるのであれば、50 団体でやるべきだったのかなと思います。根拠の１つの数字になっ

ているので、根拠として弱いんじゃないかなということを申し上げて、私の質疑はこれで終わりま

す。 

36 ◯３番（岡部宏章君）  私も最初に一言申し上げさせていただくと、今回の御提案されている

のが、余りにも性急な提案になってしまっているというふうに私自身は思っていまして、私たちが最

初に提案されたのが、先月の 24 日ということで、１カ月もたっていないという中で、先ほども少し触

れられていましたけれども、提出されたのが先月の 24 日ということで、まだ１カ月もたっていないと

いう中で、こういう、今、審議をしている中ですが、議決を求められるという段階に来ているというの

は、こういう提案が市議会でされているということ自体を知っている市民がどれだけいるのかという

ふうに考えると、ほとんどの方が御存じないんじゃないかという中で決めてしまおうというのは、私

は極めて適当ではないということを最初に申し上げさせていただきたいんです。 
 それで、私がお聞きしたい点は、全員協議会のときから、定数を削減すると議会のチェック機能

が下がってしまうのではないかという懸念、指摘の声が相次いでいるわけですけれども、地方自

治法の第 98 条というのがあるんですが、議会の権限を定めている節の中にある１つの条項です

けれども、ここで、議会は行政の書類や計算書を検閲したり報告を請求するということを通じて、事

務の管理とか議決の執行や出納を検査することができるということが定められていまして、こういう、

いわば行政のチェック機能が定められているわけですよね。その点で大事な条項だというふうに

思っているんですけども、議員は日常的に予算とか決算書を読み込んだりしたり、あるいは委員

会などを通じて、行政から報告を受けるなどということを日常的にやっていると。ここに書かれてい

る権限では、日常的に行使しながら、私たちは仕事をしているというふうに思うんです。そういう点

で、議員定数が削減されれば、そのチェック機能というのは、やっぱり私は物理的に見ても下がっ
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てしまうんじゃないかということは思うわけです。 
 今、御答弁の中で、切磋琢磨をすることで、そういう懸念はないんだということもおっしゃっている

んですけども、私としては、24 人の中であっても切磋琢磨できるんじゃないかと。今の定数の中で

も切磋琢磨をしていくためにはどうすればいいんだろうかということを考えるのが先決ではないか

というふうにも思うんですけれども、仮に 24 人の中で、22 人にした場合と同じように切磋琢磨をし

た場合のことを考えれば、それはどうするかという手段は、また別にして置いておいて、22 人に減

らすんじゃなくて、24 人の中でも何らかの方法で切磋琢磨をした場合に、この物理的なチェック機

能、今この第 98 条にもあります、行政の書類とか計算書を検閲したりとか、あるいは事務の管理

とか議決の執行、出納を検査するという、そういうことが物理的に 22 人にしたら下がってしまうの

は明らかじゃないかと思うんですが、その点はどんなふうにお考えでしょうか。 

37 ◯議長（木村 徳君）  先ほどは予算のチェックという切り口で御指摘がございましたけど、今

は地方自治法第 98 条に基づいてという、また別な切り口だと思いますので、その視点での御答弁

をいただければと思います。よろしいでしょうか。 

38 ◯23 番（尾澤しゅう君）  議長から、今、発言を踏まえた上ではありますけれども、基本的には、

こちらに関しましても、先ほど述べた答弁と同じ内容にはなります。つまるところ、個人で磨いてい

ただく部分というのは、それは今もこれからも続けてもらって、かつ外的要因の部分で、さらなる研

さんを積んでいくような制度ということで、我々としては提案をさせていただいておりますので、こち

らに関しまして、新たな視点というようなことではなくて、同じように、先ほどの答弁と同じの繰り返

しになりますけれども、私どもとしては、そのように考えております。 

39 ◯３番（岡部宏章君）  私がお聞きしているのは、切磋琢磨するとか、そういうことはあるにし

ても、それは置いておいて、24 人のままでいくのか、22 人に減らすのかという中で、どちらにしても

一人一人の議員の活動量が同じであれば、今、私が挙げたような行政のチェック機能というのは、

２人減らすことによって、物理的に下がってしまうんではないかということをお聞きしているんです

けれども、その点、ちょっと明確にした上で、もう一度お答えいただければと思うんですが、いかが

ですか。 

40 ◯23 番（尾澤しゅう君）  それは、活動量が同じであればという、何も確かではない、不確かな

大前提がありますので、そこについては、こちらもそこに必ず総量が同じというようなところでは、

答弁はなかなかいたしかねるというところであります。 

41 ◯３番（岡部宏章君）  私、24 人のままか、２人減らして 22 人でいくか、そのどちらも議員個々

の活動量が同じであればという仮定のもとでお聞きしているんですけれども、今、その仮定自体を

お認めにならないというか、その仮定自体が違うんだということでおっしゃっている、その仮定自体

が提案者の方々にとっては違うと、前提にしていないという、そういうお答えなんだろうというふうに

私自身は受けとめました。ちょっと違うのであれば、また違うというふうに言っていただきたいと思

います。 
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 それで、先ほどからも出ています、選挙のときに議員の定数の枠が、より少なくしたほうが、選挙

のときの議員間というか、候補者の間での競争がより高まるという点については、私はこういう考

え方もできるんではないかと思うんです。この点も全員協議会でもお聞きしたんですけども、お答

え、まだ明確になっていない部分もあると思いますので、お聞きしたいと思うんですけども。定数を

22 人に減らした場合には、それ相応の候補者しか出ないんではないかということも考えられるわ

けです。定数が２人減ることによって、立候補する方が絞られるという可能性も考えられる。これは

選挙なので、ふたをあけてみないとわからないという面もありますけれども、候補者が絞られると

いうことは考えられる。逆に、私たちは必ずしも定数をふやすほうがいいという考えを持っているわ

けでは、今のところないですけれども、逆に定数がふえれば、それに応じて、それ相応の候補者が、

これまでよりも多く立候補する方が出てくるということも考えられると。そういうふうになると、定数

が御提案されているように減らす、あるいはふやすとか、そういうことによって競争率が減ったりふ

えたりするということは必ずしも言えないんじゃないかというふうに考えるんですけれども、その点

はどんなふうにお考えでしょうか。 

42 ◯23 番（尾澤しゅう君）  まずは、前段に活動量というところの答弁の中で、ちょっと認識がす

れ違っているのかなと思うんですけれども、あくまで活動量というのを言葉で言うのは簡単ですけ

れども、それぞれの議員が活動量がどれだけなのかというところは誰にも見えない、数値化には

できないところだというふうに思います。その評価もしかりだと思うんですけれども。そういった意味

では、比較することができないということで申し上げたつもりです。 
 そして後段の、選挙で当選する人数を少なくすることによって、競争というのは起きないんではな

いかというような御発言がありましたが、こちらに関しては、24 人から 22 人になれば、それは当然、

得票数というものは今よりボーダーが上がることになります。ということは何かと申し上げれば、特

定の今まで以上の方々の市民の声を酌んだり聞いたりしていくことが必要になってくるということで

す。定数がふえればふえるほど、得票数が少なくても当選するということは、それだけ自分の聞く

声だったり、その方に寄り添うというのは、また別なのかもわかりませんが、さまざまな意見に耳を

傾け、市政に反映していくという点では、少なくても支援をいただいて当選することができるという

ことでありますから、これは客観的に考えれば、より広域的に、また多角的な活動だったり知見が

必要になってくるということでありますから、ここに対するハードルだったり個人の努力は必然的に

高く、研さんをより積んでいくほかにないだろうというふうに思っております。 

43 ◯３番（岡部宏章君）  １つ目の、議員、議会全体も含めて、議員の行政のチェック機能という

点については、活動量というものを客観的にはかれないからお答えが難しいという御答弁でしたけ

れども、そういうことであれば、提案されている皆様の定数を削減することで、より切磋琢磨するこ

とになるということも量的にはかれないものじゃないかなということは思わざるを得ないということは

申し上げておきたいと思います。 
 それから、今、選挙について、議員の定数を少なくするほど当選するのに得票数が多くなければ

ならないという御答弁だと思いますけれども、むしろ議員定数ではなくて、立候補する方の人数に

よって、当選するために必要な得票数というのは変わってくるんじゃないかというふうに思うんです。

その辺、ちょっと認識が違うんじゃないかなということも考えるんですが、いかがでしょうか。 
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44 ◯23 番（尾澤しゅう君）  今、岡部議員がおっしゃったことは、あくまで仮定でありまして、候補

者数を多くするとか減らすというのは、それは本当にあけてみないとわからないことでありますから、

そこで多ければ、少なければというところの、余りこれ以上、どうなるかというところの実際の数値

というか、次回の選挙であれば、それはやってみないと、いささか最終的な答えというのは出ない

ところです。ただ、一般的な傾向としては、私が先ほど申し上げたような状況にあるんではないか

ということで申し上げておりますので、次の選挙に何人、あるいは候補者がいるかいないかという

のは、これは我々のところでどうこう言う立場には私たちとしてはないんじゃないかというふうに思

っております。 

45 ◯３番（岡部宏章君）  じゃあ、私はこれで一旦終わりにしたいと思いますけども、今おっしゃっ

ている、定数が減ることになれば、当選するために必要な得票要件がふえることになる。それだけ

多くの方の声を反映しないといけなくなるからいいことだという御答弁だと思うんですけれども、私

は違う捉え方も可能ではないかと思っていまして、やはり私、先ほども申し上げましたけども、定数

を削減することによって、立候補する方の人数も減るという可能性もあるわけで、そうなると、選挙

に当たっての市民の方々の選択肢も減ってしまうという見方もできるわけですし、結果的に候補者

数が何人になるかにかかわらず、当選するのは 22 人という、２人、現状より減るわけですから、そ

の分、市民の方の選択肢は減ってしまうということは言えるんじゃないかと、そういう視点も必要で

はないかということを申し上げて、私は一旦終わりにしたいと思います。 

46 ◯５番（丸山哲平君）  一旦、整理も含めて一言申し上げさせていただければと思います。 
 先ほど来、活動量というお話がございました。やはり仕事というものを考える上で、当然、量とい

うものがありますが、これに掛けるところの質だと思います。単純に時間だけが多ければよい仕事

になるのかといえば、そういうことではなく、質的な、また工夫等も含めてですけれども、そういった

ものが伴って、その仕事のアウトプット、我々がやるべきチェック機能、こうしたものも満たせると。 
 先ほど来、我々は今回の議員の適正化、このことを通して質の向上といったことを、切磋琢磨と

いう表現も使いましたが、行えるということでございますので、御懸念の部分ですね。確かに人数

的には、絶対数が 24 人から 22 人になるということで、24 時間、この１日に与えられた時間というこ

とで見れば、２人分の時間は減るということでありますが、やはりこうした外的な環境、より切磋琢

磨を生む外的な環境というものをつくることで、我々の考え方としては、これまでもそうであったと

思いますし、今後のところでも質的な向上が図られ、結果として、我々に求められる職務というもの

は十分に果たし得るのではないかということでございます。 
 また、立候補のところは、確かにそれは選挙のタイミングになってみないと、何人の方が立候補

されるのか、これはわからない。毎回の選挙ごとに、人数というものは、現段階では申し上げること

は当然できないんですけれども、当然に、そういった 24 人から 22 人ということで、絶対的な人数、

枠というものが狭まる中で、立候補するに臨むに当たっても、相応のそういった方々というもの、

我々もそれに見合うように努力をするということもあろうかと思いますが、そういったことで、質的に

も、選挙の質、より切磋琢磨をする、こうしたものが生まれてくるのではないかということなので、

我々としては問題はないというように理解をしております。 
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47 ◯３番（岡部宏章君）  じゃあ、これで本当に終わりにしますけれども、今、活動量というところ

でお聞きをして、今の御答弁、量だけの問題ではないと、質的なことも向上していくというようなお

答えだったわけですけれども、そういう点でいえば、今の丸山議員の御答弁の中で、議員削減に

よって量的な活動量は減るということをおっしゃっていると、そういう点は確認をしたいと思います。 

48 ◯17 番（本橋たくみ君）  あくまでも本会議即決ということですので、端的に幾つかお伺いをさ

せていただきたいと思います。 
 先ほど来、議論がいろいろとありますけれども、私も賛成者として名前を連ねている立場として、

賛成の立場から少しお伺いをさせていただきたいと思います。 
 やはり、現在出されている資料もありますとおり、この議員定数の問題というのは、各議会が、そ

して各議員がそれぞれこの適正化について永遠に考えていかなければならないテーマなんだろう

と思いますし、また、努力も不断にしていかなければならないんだろうというふうに私自身考えてい

るわけでありまして、先ほど来、御答弁にもありましたけれども、多種多様な意見を取り入れたりで

すとか、また行政へのチェック機能を果たしていくというのは、やはりそれぞれの定数の中で、そし

て、それぞれの議員がしっかりと努力をしていくと。必要最小限の人数で、やはり努力をしていくこ

とが、より必要なのだろうというふうに考えているところでございます。 
 私から端的にお伺いをさせていただきたいんですけれども、私も議員活動をさせていただいて約

８年弱たつわけでございますけれども、私の肌感覚とすると、やはり市民から聞かれる、意見を言

われる声とすると、やはり国分寺市議会の定数というのは多いんじゃないかといった御意見をお

伺いをする機会があるわけであります。一方で、その方に聞き返してみますと、その人数は何人で

すかと聞くと、余りわかっていなかったりする状況があって、今、実は 24 人なんですよといった話を

すると、肌感覚として、市民の方々からも、やはり多いんではないかといった意見を耳にする機会

があるわけでございますけれども、そのあたりの市民の声について、何か客観的な市の資料です

とか情報として持ち合わせていれば、お聞かせいただきたいと思います。 

49 ◯15 番（さの久美子君）  今、客観的な資料ということで御質疑いただいております。皆さんが

お持ちの、例えば、平成 27 年８月に国分寺市から出されております国分寺市市民意向調査報告

書、こういうものがございます。これは市内の 3,000 名の方を無作為抽出で、国分寺市全域に、国

分寺市在住の満 18 歳以上の男女の方にお送りをしています。回答が 100％来るわけではござい

ません。有効回収数が 1,200 名、有効回収率が 40％でございました。ただ、無作為でこれを出して

おります。そういった中で、市の課題であるとか、住みやすさであるとか、それから環境、財政の問

題、市民生活、市民参加、さまざまな角度で皆さんから御回答いただいた中に、筆記というか、文

章で皆さんに御意見を書いていただく欄がございます。この中に議会の定数はどうかという質問

はありません。しかし、財政が厳しければ、そこは市議会の給与であるとか人員削減をしていくべ

きではないかとか、こういった御意見が、これを見たときに余りにも多いのに、これが隠れたところ

の市民の声であると、こういったものは、この報告書が出てきたときに、私どもは認識をしておりま

す。 
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50 ◯議長（木村 徳君）  済みません。ちょっと御発言の前に、先ほど私のほうで本橋議員を御

指名したんですけども、今、急ぎ確認をしたんですけども、一応、解釈上、賛成者に関しては十二

分に議案提案の内容について承知をしているという前提なので、質問に立つことはなじまないとい

うですね。これは法解釈というよりも、一応、そういう専門書の見解として述べられていることなの

で、直ちに法に触れるということではないんですが、ちょっとなじまないという見解が示されている

専門書もございますので、その旨を御承知おきをいただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 
 ただ、今、質疑を一旦、私のほうで御指名しておりますので、再度挙手もありますので、ここは発

言を認めたいと思いますので、今後についての運用については、ちょっと御注意をいただければと

いうことを一言申し添えておきたいと思います。 

51 ◯17 番（本橋たくみ君）  わかりました。そういうことで、いろいろ専門書等の解釈もある中で、

賛成者はなかなか質疑が難しいということでございましたので、これで終わらせていただきます。 
 やはり市民の中からも、そういった議会に対する財政面での改革、また人数面での改革というも

のが、時代の流れとして市民の中から求められているというのは、私自身も活動をしていて実感す

るところでもございますし、また、市民の視点から考えますと、より人数が少ないほうが、市民から

チェック機能を果たすという部分では、より少ない人数でより効果的な議会運営をしていくほうが、

より私自身重要だと考えておりますので、しっかりと、この２人削減を果たしていく中で、今後も議

員一人一人が多種多様な意見を取り入れて、そして一人一人が不断の努力をしていきながらチェ

ックをしていくことが重要だろうということを申し添えていただきます。 

52 ◯９番（幸野おさむ君）  国分寺市市民意向調査報告書、平成 27 年８月の資料なんですが、

私も見させていただきました。ちなみに、さの議員から御答弁がありましたけれども、市議会議員

の定数を減らすべきだとか、多いんじゃないかという御意見というのは、何件ぐらい出ていたかと

いうのは、数えてらっしゃるでしょうか。 

53 ◯15 番（さの久美子君）  すいません。細かくは、10 件以上はございました。ただ、それが多

いか少ないかという質問になるかなと思ったりはしますが、無作為で抽出された 3,000 名の方が、

例えば、アンケートを書くのに、丸をつけるだけで終わるものを、こうやって筆記をされるということ

は、自分の思いを伝えたいということの意味を酌み取って、こういう声も必要だというふうに判断を

しております。 

54 ◯９番（幸野おさむ君）  恐らく、これ 89 ページ、90 ページ、91 ページの問７のところについて

のところで言われているのかなと思うんですけれども、その中で自由記述で書かれた意見は 100
件ございまして、議員の数が多いんじゃないかとか減らすべきだという意見は 17 件ですね。100 分

の 17 という形が１つ出てきて、それは数で見れば多いように見えると思うんですが、この問７の問

い方が、こういう問い方なんですよ。国分寺市の財政は厳しい状況にあり、収入をふやすための

努力や経費削減のための業務の見直しを進めていますと、あなたはこうした行政改革の取り組み

の中で、特にどのような分野に力を入れるべきとお考えですかという問いなんですね。つまり、国
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分寺市の財政は厳しいということを言った上で、収入をふやす、あるいは経費削減のために何を

すべきかという中で、100 件の御意見の中で 17 件あったということなんです。冒頭ありましたけれ

ども、3,000 名にお配りをして、そのうち回収数が 1,200 名ですから、そのことからいって、この御意

見が本当に多いかどうかというのは、いろいろな見方があるかなと。それも肌感覚ということになる

のかもしれないですけれども、その見方というのは、いろいろあるかな。一方で、これは平成 27 年

８月ですから、今の国分寺市の財政状況とは、かなり基金の額だとか、財政規模なんかも含めて

なんですけど、変わってるんじゃないかなということも私なんか思うんですけど、その辺については

どういうふうにお考えでしょうか。 

55 ◯15 番（さの久美子君）  先ほどのページのところは財政問題というお答えでありましたが、

例えば、その後にも、こういった市政に対する御意見・御要望、106ページから25番というものがご

ざいます。この中にも、１割とは申しませんが、市政全般に対する御意見の中に、やはり市議会議

員の定数というものもございます。115 ページにおいては、この財政の問題から１人の方が御意見

をされております。市議会議員について定数削減、給与の見直しを断行すれば財政がよくなると

思います。議会にかけるとなると、みずからの首を絞めるということで難しいのかもしれませんが、

住民による選挙などで判断するなど、断行するための方法については知恵を絞っていただきたい。

こういった御意見もいただいております。これは市政全般に対する御意見だと思っておりますので、

先ほどの財政の部分は、幸野議員がおっしゃっているように、この当時よりは上向いている部分

はございます。ただ、財政も、この一年二年だけで見ていいのか、今後、市がこれから予算特別委

員会等で財政フレームの問題も論じておりますが、扶助費の増加、これから公共施設等の再構築

をしていく部分、マネジメントの部分でも、市の財政というのは、これからもっともっと大きく出ていく

部分がございますので、これは不確実なものであります。そういったものを受けて、これは１つのデ

ータでございます。これが全てというふうな判断をしたわけではございませんが、私たちが直接触

れていない市民の方が、アンケート答えても答えなくてもいい方があえてお書きになるということは、

ここのことは自分の意思を伝えたいという、そういった意思のあらわれだというふうに受けとめてお

ります。 

56 ◯９番（幸野おさむ君）  関連なので、これで終わりますが、今、さの議員から御回答があった、

この市政に対する御意見・御要望、106 ページから書いてあるところなんですが、これは全部、そ

の前段の質問なんかと同じ方が回答されているという場合もあります。同じ方が回答しているかど

うかというのは、ここからはわかりませんけどね。わからないけれども、財政のところでもそういうこ

とを書いて、市政のことでも書いたということもあるかもしれないし、今、いみじくも、さの議員の発

言の中で、住民による選挙で、議員の定数なんかも含めて判断したほうがいいんじゃないかと、自

分たちじゃ難しいからというふうな声なんかも、そこに寄せられていたということも述べておきたいと

思います。最後、さの議員が言われていた公共施設マネジメントや予算のことだとか財政の状況

なんかというのは、チェックすることが不可欠だと私は思っていて、そこを議会としての能力がどう

あるべきなのかというのが、今、多分、議論されているところだと思いますので、私自身は、そうい

う意味でいえば、今、本当に、その財政規模等々、これも後でちょっとお伺いしますけど、膨らんだ

りとか、人口がふえたりとか、さまざまな課題やテーマがふえている中で、果たして議員の数を減
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らしていくというのが、チェック機能だとか、あるいは政策提言というところにどんな影響を与えてく

るのかなというのをお伺いしたいなというふうに思っております。関連質疑なんで、ここで一旦終わ

りたいと思います。 

57 ◯14 番（星いつろう君）  何点かお聞きしたいことはあるんですけれども、まず、先ほど幸野議

員に対して丸山議員が財政の関係で答えたことで、これはデータの確認なんですけど、議員１人

当たりを減らすと 1,000 万円っておっしゃっていたじゃないですか。私、850 万円ぐらいだと思ってい

たもんで、その内訳教えていただけますか。 

58 ◯５番（丸山哲平君）  こちちは平成 30 年度の予算からの算出になりますが、報酬が 564 万

円、期末手当が 234 万 600 円、共済費が 216 万 7,480 円で、政務活動費が 24 万円の合計という

ことで、こちらは確認をしております。 

59 ◯14 番（星いつろう君）  共済費というのは何でしょうか。 

60 ◯５番（丸山哲平君）  正確な答弁をさせていただきたいので、少しお時間いただけますでしょ

うか。 

61 ◯議長（木村 徳君）  そうしましたら、一定時間たっておりますので、10 分程度休憩いたしま

す。 
                   午後４時 06 分休憩 
 
                   午後４時 26 分再開 

62 ◯議長（木村 徳君）  会議を再開いたします。 
 休憩前の答弁からということで、丸山議員。 

63 ◯５番（丸山哲平君）  お時間をいただきましてありがとうございました。 
 先ほど星議員から御質疑いただきました共済費について確認をさせていただきました。この共済

費の内容については、以前存在しておりました地方議会議員の年金制度が廃止になった後に、市

議会議員共済会というものがございまして、こちらは給付等を行うための機関なんですが、これに

対して、全国の自治体の議員の人数に応じて、負担拠出額というものが求められております。そ

のため、これは平成 30 年度の予算から、我々の国分寺市においては１人当たり 216 万 7,480 円、

このうち内訳としては、共済会事務費負担金の１万 3,000 円と共済給付費負担金で 215 万 4,480
円、この金額が１人当たりにかけられているということでございます。先ほどの説明では、これが２

人、仮に適正化で減少した場合には、合計をすると１人当たりで 1,000 万超、年間２人で見れば、

年間で 2,000 万超のそういった効果もあるということでお答えをさせていただきました。 

64 ◯14 番（星いつろう君）  詳細な説明ありがとうございました。制度についてよくわかりました。

それで、２人減らせば４年間で 8,000 万円ということですね。 



20 

 

 ただ、財政削減がメーンの理由ではないということもさっきおっしゃっておられました。また、理由

の一つとしましては、先ほど資料で作成いただきました類似団体の表で 21.83 人という数字、これ

は人口や産業、首都圏の類似団体を集めて計算してみたら 21.83 人になったということで、22 人が

適正ではないかといった御意見でありましたけれども、目的はほかの自治体に横並びということな

んですか。 

65 ◯23 番（尾澤しゅう君）  横並びということではなくて、今、この国分寺市において何が適正な

議員定数なのかといったときに、他市に対しても比較をしてみて、我々としての一つの判断材料と

して提示させていただいているということでございます。 

66 ◯14 番（星いつろう君）  どういうまちづくり、どういう市議会を目指すから何人だというふうに

考えるということだと思うので、これは先ほどからもおっしゃっているとおり、一つの参考値にしたと

いうことですよね。 
 それで、こういった意見をお伺いしたんですが、どのようにお考えなのかお聞きしたいんですけれ

ども、私、全員協議会のときも申し上げましたが、７人の市民の方に定数削減ということをどう思い

ますかというのを聞いて、具体的にいろんな反応はいただいているんですが、その中で市議会議

員１人当たりの人口がふえればふえるほど、自分たちの声を伝える機会が市民にとって制限され

てしまうんじゃないかという御意見をいただきました。 
 それでちょっと数字を調べてみたところ、例えば平成 18 年度、2006 年に 26 人から 24 人に減ら

すという条例改正がされましたが、そのときは議員１人当たり 4,380 人でした。それが今は 24 人で

すので、先ほども出していただいたように 5,070 人ですよね、今は。これを 22 人にすると 5,530 人と

いうことになっていきます。ですから、平成 18 年からすると、26 人から 24 人になったときは 690 人

減って、今度は 24 人から 22 人にすると１人当たり 460 人減る。１人当たりの市民に接する機会が

減っていってしまうということを懸念する声を実際に聞いてきたんですけれども、こういった市民の

御意見というのはどのように捉えられるでしょうか。 

67 ◯23 番（尾澤しゅう君）  そこはこれまでの答弁の中で触れているところではあるんですけれ

ども、議員が市民の目に触れるという部分では、より少なくなることによって、ただただ減少すると

いうことではないと考えております。逆に言うと、ふやせばふやすほど市民の声が行政に反映をさ

れていくのかというと、そこの担保はありません。 
 極論を言えば、市民の一人一人の声をしっかりと議会や行政に反映させていくという意味では、

全員が議員となる以外ほかなくて、我々は個人のフィルターをしっかりと、多角的な知見を磨いて

いき、今、星議員は私どもが出した資料の中の市民１人当たりの議員の数というところでの数字、

それが市民と我々議員が接触する数そのものとイコールということで質疑いただいているかと思う

んですけれども、我々としては市民と接する数イコールこの数字だということで認識して提出はし

ていないので、繰り返しの答弁になりますけれども、むしろ一人一人の質が向上することによって、

しっかりと市民の方々の声を届けるような議員によりなっていくために御提案させていただいてい

ると思っております。 
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68 ◯14 番（星いつろう君）  私は客観的な数字で見て、可能性としては減っていくというふうに思

っています。 
 もう一つ、市民からいただいた御意見ですけれども、日本全体の中で人口減少が進んで悩んで

いるときに、国分寺市は人口がふえている。なぜそんなときに議員定数を減らすのかという質問を

いただきました。先ほどもあったように平成 18 年、2006 年ですと、11 万 3,894 人の人口がありまし

た。平成 30 年１月１日現在ですと 12 万 1,673 人、資料でお示しいただいているとおりで、6.8％増、

7,779 人増ということになっておりますが、このあたりの市民の御意見はどのようにお考えになるで

しょうか。 

69 ◯５番（丸山哲平君）  確かに人口は増加をしている状況でございますが、これもあくまで試

算ということでございますが、今回、御提示をさせていただいた資料に基づいて申し上げれば、仮

に人口が今後も順調にふえ、かつほかの自治体を含め、定数が全く変わっていないという状況で

あっても、我々が 12 万 5,000 人になった場合に 22.43 人ということで、今回、我々が提示をさせて

いただいた数字は、ほかの自治体と我々の基準での比較では決して少ない人数にはならないとい

うことで、我々は矛盾がないと考えています。 
 さらに申し上げれば、今、星議員がおっしゃられた今後の人口増加がさらに大きくなった場合どう

であるかということですけれども、尾澤議員が先ほど提案理由で申し上げたんですが、我々が今

回、提案をしたきっかけといいますか、動機の一つに 10 年以上議員定数の見直しが行われてこな

かったということがあります。これは当然タイミングというものがございますが、常にこういった議員

の定数というものに対しては問題意識を持って、そのときの最適正な人数とは何人かということを

問う必要があると考えていますので、仮に今は我々はこの前提に立って、またこうした考えに基づ

いてこの人数を提案させていただいておりますが、仮に人口が 13 万、14 万、15 万と、それはなか

なか時間もかかること、かつ読めないことではございますが、その際にはまさにそれを不断に考え

て、その際の適正な人数というものをみんなで提案していくということをもって担保できると考えて

おります。 

70 ◯14 番（星いつろう君）  例えば財政問題も、先ほど 8,000 万円の削減につながるということを

おっしゃっていましたが、それはメーンではないとおっしゃったじゃないですか。あと、人数の問題も

一つの参考数値であるとおっしゃっていて、根拠がこれは参考値の一つであるという御説明なの

で、実はちょっと質疑がやりにくいという思いがあります。これだというものが示されない。ただ１つ

これだと言われているのは切磋琢磨、減れば切磋琢磨するというのは確実に行われると。そこは

先ほどからの質疑にあるとおり、捉え方が違うというのは先ほどから立場によって明らかになって

いると思っています。 
 それで私、７人しか市民の声を聞いてないんですけれども、その中でお聞きしたのは、必ずしも

議員削減には反対ではないという人もいるんです。議員削減というものは考えられると。ただ、私

が全員協議会でもお聞きしまして、きょうもお聞きしています理由を伝えると、それは根拠にはなら

ないよねという声が７人全員だったんです。私がどういう人と接したかというのは置いといて、７人

全員だったんです。ですから、そのお聞きしたことを理由に話したんですけれども、それを説得す
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ることは、私、説得するつもりはなかったんですけれども、そういうことがありましたので、そこには

今回、疑問を持っているということを発言させていただきまして、一旦質疑を終わります。 

71 ◯13 番（だて淳一郎君）  関連なので端的に伺います。 
 今、星議員から一連の理由についてのところも含めて御質疑があり、その部分に関連してくるん

ですが、先ほどの選挙においてのボーダーラインという話ももちろんありました。それは投票率の

問題も当然出てきますから、その辺も加味して考えなきゃいけない部分もあると思うんですが、な

ぜ投票率が高くならないかといえば、国民の、これは主には国政のほうが発信源だと思いますが、

政治に対する不信感というものは否めないと思っております。その政治の不信に対して国民も議

会改革を求めていて、議員の特権を廃止したりとか、今回の議員の定数削減、また、報酬の削減

といったものを考えてほしいという声につながっているんだろうというふうに私は思っておりまして、

今回、御提案された皆さんとして、政治に対する不信感というものについてどのように捉えていら

っしゃるのかお伺いしたいと思います。 

72 ◯23 番（尾澤しゅう君）  御質疑ありがとうございます。一定、我々としては、国政における政

治とは分けて提案をさせていただいているところではあるんですが、とはいえ、政治という部分で

は、この市議会においても例外ではないと思っております。この国分寺市の市議会議員において

の政治不信というところに関しても、間違いなくゼロではないんだろうと思っております。 
 何が言いたいかといいますと、我々はそういう現状があるかないか、またこれから訪れるかもわ

からない中で我々がやっていくべきことというのは、こういった議会改革の中でしっかりと我々自身

が定数とか、こういったものに対して向き合って考えて、より市民の方が御納得いただけるような

定数のあり方というものを不断に研究し、提案をしていくということで、今、だて議員からおっしゃっ

ていただいたようなところに少し沿うような答弁になるのかなと思います。 

73 ◯13 番（だて淳一郎君）  私は、今まさにおっしゃったところが、議員定数削減に向けた大きな

理由の一つじゃないかと思います。市民の声というものを理解して、それに対して議会側が身を切

る改革を断行していく。これは選挙だけを考えれば非常に厳しい状況になるというのは、どこの党

派も含めて、提案されていらっしゃる自民党、公明党の皆さんも含めてリスキーな話である中で、

これを提案するということは非常に難しいことでもあり、決断であると思っております。 
 そういった中で、それを理由としてこれまで上げてこられてないというのも私は疑問だったもので

すから、今こういった形で御質疑をさせていただいたわけでございますけれども、今、尾澤議員か

らそういった形でお答えがあったというところは理解をした上で、皆さん方としては議員定数の削減

が国分寺市民の政治に対する不信感・不安感、そういったものを信頼を回復するための一つの手

段として、その一つの側面も持った中で御提案をされているのか否か、そこを確認させていただき

たいんですがいかがでしょうか。 

74 ◯23 番（尾澤しゅう君）  御指摘いただきました点におきましては、明確に国分寺市議会議員

の皆様に対する政治的な不信が市民の方に蔓延しているということではないということではあるん
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ですが、今、だて議員がおっしゃった側面というのがあるということは答弁させていただきたいと思

います。 

75 ◯13 番（だて淳一郎君）  私も別にこの中に何かあってどうのこうのという話ではなくて、一般

論としては、議会改革とセットになる一つの事象としては、定数削減というのも効果的なところとし

て見る方もいるし、そうじゃないと思われる方もいるというのも事実でありますので、そういったとこ

ろを今御答弁いただいた中で御検討いただいているというところは、理由の一つなのかなと私は

確認をさせていただきました。 

76 ◯１番（高瀬かおる君）  今のにちょっと関連するところでありますけれども、議会改革の中の

一つとしての議員定数の削減だということだと思うんです。 
 先ほど議員定数削減を求める声があるということで、市民意向調査、報告書のほうから御答弁を

いただいたところです。この中の自由記入のところに、そういった議員定数を削減すべきだという

市民の御意見があると。ということは、そこは議会への不信感だったり不満だったり、ちょっとそう

いったマイナスのイメージがあって、こういった形にあらわれるのではないかと思うんですが、先ほ

どの御答弁の中では、そういったことはあるのかないかというところははっきり示されていなかった

ように思うんです。意向調査の中にあらわれている議員定数を削減すべきだとか、報酬を削減す

べきだという声の裏にある市民の方の御意向をどのように捉えていらっしゃるかというのを確認さ

せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

77 ◯15 番（さの久美子君）  これは一つのデータで、この報告書が全てで私たちは提案をさせて

いただいたというわけではないことを大前提でお話をさせていただきます。 
 先ほども申し上げたように、幸野議員からの御質疑であれば何項目があるかと。こういう御質疑

もございました。では、これが大半を占めている意見かというわけでもありません。少数意見かもし

れません、全体からいくと。ただ、まちへ出てお一人一人に、議員定数削減いかかがですかといっ

たお声の聞き方ではなくて、それを問われたことではない設問の中でもこういったことを感じている

と。だから、それが全て政治不信であるとか、そういったことよりも、先日の全員協議会の中で議員

の行動が見えないといったお声もありました。 
 そのためにいろんな形で議会基本条例をつくってやっている自治体もありますし、自治体さまざ

まだと思います。私たちはどなたがおっしゃっているかわからないですから、これも一つの声であ

る。だから、身近でお聞きする市民の声も一つの声ですし、これも私たちはどなたが書いたかわか

らないけれども、こういったことをお考えになっている方がいらっしゃる。ということは、私たちはそ

れを真摯に受けとめる。また、これが全てではないということだけは申し上げておきたい。 
 それから、こういった御意見を踏まえて、この定数に関しては私たち自身しか決められないという

ことが大前提です。行政から提案をしていただくわけでもございません。その市民の声を受けて、

私たちがその声をどう反映していくかということを考えた上で、さまざまなデータも提示させていた

だきました。そういったことを踏まえて、やはりここは適正な数字に正していくべきではないかという

ことで、今回提案をさせていただきました。 
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78 ◯１番（高瀬かおる君）  今おっしゃっていただいたように、全てのデータではないというのは

そのとおりだと思っております。ただ、そこの裏にある市民からの声というものは真摯に受けとめる

と今御答弁があったように、私もそのとおりだと思っているところです。 
 そこを前提として、恐らく一定程度一致はできると思うんですけれども、今回の議案の定数削減

に至るに当たって、議会改革の一つといえども、今おっしゃっていたような見えないところ、議会で

何やっているかわからないという声は実は私もいただくところなんですが、そういったものをさらに

市民の方に御理解いただいたり、知っていただくというのも一つ議会改革、あるいは本当に少子、

超高齢社会にこれからなってまいりますし、地域の問題なども多様化していく中で、どれだけ市民

の方の声を反映できるかといったら、議会の中で市民参加を進めていくとか、それも議会改革の

一つだと思っています。 
 そういった総合的な議会改革を判断する中で、議員定数の削減というものができるよねというこ

とでの結論の導き方であったならば、非常にわかりやすいんですけれども、その前提になるところ、

どういう議会をこれから目指すのか、あるいはこの議会改革によってどんな市民の暮らしを私たち

は一緒につくっていくのかというところがないと、ここだけの提案だと理解が進まないというのが、

実は私たち生活者ネットワークの今のところの状況です。ですので、そのあたりの考え方などをお

示しいただけたら、ぜひお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

79 ◯23 番（尾澤しゅう君）  御質疑ありがとうございます。私どもといたしましては、議会の今後

のあり方もしくは改革の仕方というところでは、今回の提案におきましては定数によって、言ってみ

れば情報公開だったり、そういった部分の前段となる枠組み、議会としての枠というのは議員側は

定数であります。定数が多いか少ないかによって、高瀬議員がおっしゃった議会改革、例えば情

報公開のあり方というところは変わっていかないんだろうというところで、大きな枠組み、定数とい

うところで提案させていただいていますから、逆に言えば、24 人であっても、22 人であってもやるべ

き改革はしていくべきだという立場であります。 

80 ◯１番（高瀬かおる君）  24 人でも 22 人でも、あるいは 26 人でも議会改革は進めるべきという

のは、そのとおりだと思います。ただ、ちょっと先ほど御質疑したのは、議会改革をこれから進める

という全体の枠みたいなものも議論された中で今回の定数に至ったのか、あるいは先ほどの御答

弁をお聞きしていると、恐らく定数削減がまずあって、これから考えていくということなのかなとちょ

っと思うんですけれども、そこだけ確認したいと思っております。 

81 ◯23 番（尾澤しゅう君）  どっちが先立つのかという部分では、全ての物事は同時並行的に考

えなければいけないと私は思っています。あくまで定数は定数として考えて、これを議会改革の一

環として御提案をさせていただいているということです。 

82 ◯７番（岩永康代君）  定数の考え方は何をもって適正と考えるかというところは、これまでも

さまざまな御意見もありましたし、その基準となるものをどこに軸を置くのかとか、何を基準に適正

と考えるのかというのは、さまざまな捉え方であったり、考え方であったり、また日々の活動の中で

取り組んでいることであったりということによっても、さまざま違ってくると思います。 
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 そういう中で、国分寺市の中で適正な議員定数とは何人になるのかということを考えていくに当

たっての一つの考え方として、ここの議案の提案理由の中にも社会の諸情勢という言葉もありま

すけれども、まずは今、社会的な状況の中で地方分権が進んできている。その中で自治体の権限

であったり、役割や事務量というのも 20 年前、30 年前に比べると非常にふえてきている。そういう

ことは事実としてあると思います。 
 あわせて、それに伴って皆さん議員としても一般質問ですとか、さまざま委員会の中でも取り上

げていらっしゃるように、またお感じになっていらっしゃるように、地域課題というのはさまざま複雑

化・多様化していて、地方議会における役割というのが昔以上に非常に重要になっておりますし、

さまざま求められてくるものも大きくなっているというのが、社会情勢の中の一つとしてあると思い

ます。 
 その中で、今回、他市との基準ということで、比較を参考にする資料などもお出しいただいたわ

けですけれども、一方で、他市との基準だけではなくて、国分寺市の中でどのように見ていくのか。

例えば人口の推移であったり、国分寺市としてどういう議会を目指していくのか、何をやっていくの

かということも含めて、国分寺市ならではの現状とかさまざまな課題を考慮した上で考えていくこと

も、一方では判断していくに当たって必要なことではないかと思います。 
 国分寺市の現状といいますと、人口がふえているということは数字を見ればわかりますし、また

それに伴って、昨日の文教子ども委員会でも教室不足ということで、子供たちの学校施設におい

てもいろいろな課題が出てきているということで、今、市独自の表出している課題もありますけれど

も、こういった市の現状、課題、情勢ということに関してはどのように捉えていらっしゃるのかお伺

いしたいと思います。 

83 ◯議長（木村 徳君）  この際、議事の都合上、会議時間を延長いたします。 

84 ◯23 番（尾澤しゅう君）  今、御質疑いただいた、似たような趣旨というのは、過日の議論でも

いただいたというふうに私としては認識しているんですが、改めて御答弁させていただきたいと思

っております。 
 定数の一定 24 人以上の人数をもって現状のチェック能力だったり、政策立案、また多様性という

意見に対しての担保が、逆に言うと、このままだったらずっと続くというものではないと思っておりま

す。何度も言うように、それは議員の不断の努力、研さんによってさらに磨いていくものと、私ども

が申し上げていて、さらなる外的要因において市民からの評価を得るという形での今回の提案な

んですが、国分寺市政においての人口の推移だったり、今後の課題においてどうなんだというとこ

ろにおいては、人口におきましては仮定の議論は今回はする気はなくて、現状の人口に対しての

適正な議員定数は何人なのかというところで提案をさせていただいております。 
 これは先ほど丸山議員からも答弁させていただいているところではありますけれども、今後、国

分寺市が 12 万 5,000 人、また 13 万人になっていくときに、改めてそれはまた我々のほうで必要最

低限の人数でしっかり運営をしていけるような形を模索して、提案していくべきなんだろうと思って

おりますので、これからふえていくだろう、だから今は他市との比較において国分寺市議会は多い

けれども、まだ伸びしろがあるからそのままにしていこうではなくて、実際に人口の増加が起きたと

きに、改めてまた定数に対しては見直しを図っていけばいいのではないかと考えております。 
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 ほかの諸課題においても、今後さまざまふえてくる自治体の業務が、私どもが提案の 22 人という

ものでは到底チェックできない、また対案が出せるような状況にないということであれば、そのとき

にまた定数についてはふやせばいいのではないかという議論をしていくべきであって、現状の政

策課題であり、人口の対比という意味では、22 人で問題なく議会の運営またはチェック能力、政策

の立案等ができるのではないかと思っております。 

85 ◯７番（岩永康代君）  現状で変えていく必要性があるということで、今回は減らしていくという

御提案なんですけれども、今は多いということが、数字だけの議論になってしまっているような気も

しないでもないんですけれども、例えば首長の権限に対して議会がチェックをしていくという役割自

体を考えたときに、22 人よりも 24 人のほうが、人数としてはチェックをしていく目というのは多くある

わけですし、その機会も担保されるということでは、市民の代弁者である議員の人数の削減という

のは、市民の権利の縮小ということにつながってしまうのではないかと危惧をしております。 
 もう少し具体的に申し上げますと、市民の意見を市政に反映していくということでは、議員の一人

一人が信条であったり、政策であったり、活動の分野であったり、異なる多様性という、それぞれ

の活動の中から市政への課題解決に向けた提案をしていく、発言をしていくということで、より多く

の市民の意向を反映していくことになるのではないかと思います。男女間の違いであったり、世代

間の違いであったり、さまざまな多様性という観点からはどのようにお考えでしょうか。 

86 ◯23 番（尾澤しゅう君）  岩永議員が一定危惧するところが全くわからないわけではないので

ありますが、そのような立場であると、議員定数というのはどんどんふやしていくべきだろうという

提案に変わっていくんだろうと思っております。これは私どもとしては一般市民の皆様には到底理

解が得られるものではなくて、我々がしっかりと議員定数を減らしながら質を向上していくことこそ

が、より市民の皆様の利益になっていくんだろうと思っております。 
 また、例えば性別、年齢、職業、さまざまな観点から多様性というのは重要だというお話でありま

すけれども、それも選挙によって市民が、今この定数の中でどのような議員が必要なのか、それ

は満遍なくなのか、もしくはその時代に合わせて女性のほうがいいと思えば、女性の方が当選して

いくだろうと思いますし、若い議員がいい、もう少し経験を積んだ議員がいいというのであれば、そ

ういったところに支持が集まったりするのだろうと思っておりますので、この場の私どもの立場の中

で、性別、年齢、職業というところで多様性をどう担保していくかという議論は余りなじまないと考え

ております。 

87 ◯７番（岩永康代君）  多様性というところでそれをどう担保していくかという考え方でも、また

それぞれのお考えもあるのかと思います。一方で、議員をふやしていくというお話も今ありましたけ

れども、財政的にもし許すのであれば、多いほうがいいのではないかと私たちは考えるところがあ

ります。 
 ただ、かといって、財政的に無制限にということも難しいと思いますので、そこは、例えば今の定

数のままで議員報酬のあり方を見直すということで、定数を変えずに議会改革の観点も含めて、

議員みずから身を切っていくという検討であったり、考え方というのも一つあると思いますけれども、

今回、市民意向調査の中も議員定数という形だけではなくて、財政面のところでいただいた御意
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見の中では、それとあわせて議員報酬というところに多く触れられていたところもありますので、そ

こも一体不可分というか、あわせて考えていくことも一つの課題としてあるのではないかと思うんで

すが、この点についてのお考え、または検討されたのか、その点についてお聞かせください。 

88 ◯23 番（尾澤しゅう君）  まず、大前提として、私どもは財政問題の観点から議員定数の適正

化ということで、22 人にしたいということは申し上げておりません。あくまで、22 人にしたならば、そ

ういう側面が出てくるということで御答弁をさせていただいているということを、まず冒頭申し上げた

いと思います。 
 また、財政が許せば、議員定数をふやしていくということであれば、なおさら報酬を下げて、議員

をふやすという提案もできるかと思いますので、それはそれで、岩永議員としてそういう考えをお持

ちであれば、また御提案をしていただければ慎重審議をして、みんなでどうするかということを考え

ていけばいいと思います。御意見としては賜りたいと思いますが、我々としてはちょっと違う考えを

持っている、それで今回この提案をさせていただいているということでございますので、慎重審議、

引き続きよろしくお願いします。 

89 ◯議長（木村 徳君）  報酬のことは一体不可分とおっしゃいましたけれども、議員報酬の条

例は別になりますので、別の条例にかかわる議論はお控えいただければと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

90 ◯20 番（皆川りうこ君）  本日の議案にかかわって、提案者のほうから昭和 39 年からの議員

定数の御説明がありました。その中で、昭和 39 年、昭和 41 年、平成２年、平成 14 年、平成 18 年

ということで人数も示されました。私、考えてみますというか、考えなくても事実としてなんですが、

平成 14 年のときと平成 18 年のときの議員定数の削減にかかわって議決をした立場であります。

私自身、削減に賛成も反対もしたという経緯があるということは、まずお伝えしておきます。という

意味では是々非々で、この件に関してはそのとき、そのときで自分なりに判断したということだけは

申し添えます。 
 ちなみに、平成 14 年のときは、その前の 28 人から 26 人に変えるまでに間が 12 年あったという

ことです。これについては私は賛成した立場なんですけれども、細かい話は置いておいたとしても、

その後の４年後に、私からするとなし崩し的にまた２減するという提案があったときは反対をしてお

ります。 
 今回は平成 18 年から 10 年以上経過した中で、私も定数のことを改めて考えてこなかったので、

今回、自分なりに考える機会を自分にも引き寄せて、本当に自分のこととしてこれは考えたという

ことは申し上げます。 
 提案するまでの間、多くの皆さんもおっしゃったように、具体的な議案提案をされてからの議運で

の経過もありますし、きょうを迎えたということでは、正直言って、時間は少なかったという思いはあ

ります。ただ、思えば、私自身は 10 年以上ちゃんとこの問題に向き合ってこなかったという部分も

があるので、慎重に判断をしていきたいと思っています。 
 そこで１つお聞きしたいんですけれども、これまでとは全然違う観点の質疑をさせていただくんで

すが、５月に政治分野における男女共同参画推進法という法律が施行されております。岩永議員
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も少し触れていましたが、多様な方が議会に参画する、議員として議会を構成していただきたいと

いうのはだれもが思うことであると思います。その一つに、政策の立案ですとか決定に男女の参画

を促すための法律であり、家庭生活と議員生活の両立を基本原則とすることですとか、そのため

に国や地方自治体などの責務を定めた法律です。特に政党などに、選挙での男女の候補数をで

きる限り均等にするなどの努力義務を課している法律です。あえて言わせていただきました。 
 そのような法律ではありますけれども、議会としても当然、女性が立候補しやすいような環境整

備も必要なのかなと思っております。そういう意味では、国分寺市議会会議規則の第 89 条の欠席

の理由というところで、それまでは議員が欠席する場合は事故のためという文言でしたが、出産と

いうことも文言としては規定されました。ということは、出産については人それぞれ、公にどうのこう

の言うものではありませんけれども、妊娠している方でも政策決定の場に参画できるという一つの

規則改正というのは大きな進歩だと思います。これは別に国分寺市だけではなくて、全国的にも行

ったわけですが、この第 89 条一つをとっても、そのように環境を整えるという部分では、今後さらに

進めていかなければならない課題なのではないかと思っているところです。 
 よく言われるのは、定数が削減されることによって間口が狭くなって立候補しづらいんじゃないか

という思いもあるんですが、ただ一方、今申し上げましたように、さまざまな視点から環境を整えて

いくことも取り組む必要があるかと思うんですが、それについて何かお考えがありましたら、お聞か

せいただければと思います。いかがでしょうか。 

91 ◯23 番（尾澤しゅう君）  立候補する方に対して、どのように優遇をしていくかという趣旨で私

は答弁しないところではありますけれども、今、皆川議員がおっしゃった、この議会において性別、

さまざまな職業、またはバックボーンを持った方々がいらっしゃる。今もいらっしゃると思っておりま

す。それをどのような立場の方でも議会運営の中でできる限り支障のない形で受け入れて、活発

な議論ができたり、政策の提案ができるような議会というものは、基本的に私個人としては目指す

べきだと思っております。つきましては、議案提案としての理由のひもづけというところではないの

かなと思いますので、それだけはお伝えしたいと思います。 

92 ◯20 番（皆川りうこ君）  たまたまといいますか、５月にこういう法律が制定されたものですか

ら、環境を整えるということも考えていく必要がある。それは削減しようがしまいが、やるべきことだ

ということで事例として申し上げました。一方では、障害者差別解消法という法律も既に２年前に

施行されていますし、合理的配慮というのも議会として考えなければならない視点だということは

申し添えておきます。 
 そういう環境があることによって、国分寺市議会というか、議員に挑戦しようと思う人がもしかした

ら出てくるかもしれないし、そういう部分は削減しようと思うならなおさら、御提案者においてはその

視点も考えていただきたいという思いで申し上げました。ただ、もちろん今、否定するものではない

ということでしたので、さらにそういう御努力も取り組んでいただきたいということで申し上げました

ので、もし加えて御答弁等があればいただければと思いますが、いかがですか。 

93 ◯23 番（尾澤しゅう君）  我々の提案と密接に絡んでいる内容かというと、少し隔てられるとこ

ろなのかなということは感じておりますが、個人的には皆川議員がおっしゃっていることに対しては
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一定以上理解を示すもので、障害を持った方でも当選したからにはしっかりと議会活動ができるよ

うな形というのは、今はいないわけで、改選後にしっかりとそのメンバーでそのようなことに対して

どうするかというのを議論していくべきなのかなと思っています。 

94 ◯議長（木村 徳君）  障害がある方とか性別などの多様性のことというのは、恐らく定数の

削減とは関係なくやるべきことなのかなと思っております。あくまでも今は議員定数削減の案に対

しての質疑ということですので、その辺を踏まえての御質疑をしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

95 ◯20 番（皆川りうこ君）  直接削減というところには結びつかないという部分はわかったんです

けれども、削減を提案するのであれば、一方では議会のあり方の話もありましたし、環境を整える

ということも触れていただいてもよかったのかなという思いがありましたので、あえて質疑という形

でお聞きいたしました。この点については終わりたいと思います。 
 それでもう１点なんですけれども、かつて私が削減に賛成した時点で申し上げたのは、地方分権

一括法が平成 12 年、2000 年に施行されて、格段に市民参加と情報公開が進んできたということも

ありました。市長の附属機関であったり、さまざまな市民が参加する窓口がとても多くなったという

のがあります。その当時からして、さらに今、実は東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課

というところがホームページで示しているんですけれども、国分寺市は他市に比べても審議会等

委員の数が非常に多いというのがわかりました。多いといっても具体的ではないんですけれども、

私が調べた限りでは 113 あったんです。 
 だから、条例だけではなく、要綱設置のものもあるんですが、他市の類似団体というところを見て

も、資料がないのであんまり言えないんですけれども、要するに３桁なんです。他市は審議会の数

は２桁だったということで、そういう数字を見ても、政策決定ではないけれども、市民が政策決定の

途中に参画する機会がとても多くあると思っているところです。その部分というのは、もちろん議会

は議決機関ですから、最終的に責任を持って決めるのであるんですけれども、市民が参画して政

策決定の場にお声を出す機会が非常に多くなったということではすばらしいことですし、そういうこ

とから考えて、定数はどうなのかというふうに今回改めて、一つの判断基準として私は捉えていき

たいと思っております。もし市民参加、情報公開に関して何か御見解があればいただければと思

います。 

96 ◯23 番（尾澤しゅう君）  あくまで行政側が行っていく改革努力によって、市民参加の機会が

ふえてきているあらわれだろうということは大前提として申し上げておきますが、それを一つとって

も国分寺市民が国分寺市の行政に物を言ったり、または提案していく機会の場は確実に広がって

いるんだろうと思っております。 
 ただ、我々としてはそれをもって多様性というものを担保していくというわけではなくて、あくまで

我々としては先ほどから申し上げているとおりの内容で、多様性というものも議会としては個々の

研さんによって担保はしていこうということで、行政が、議会がということではなくて、その両輪が不

断の努力をしていくべきだろうと考えております。 
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97 ◯20 番（皆川りうこ君）  これで終わりますが、今、御提案者は行政の努力があってふえてき

たということもおっしゃいましたが、行政の努力もあるかもしれないんですが、それは議会からの提

案であったり、まさに市民の声を受けての事実だと思いますので、そこはしっかり受けとめ、念頭

に置いていただければと思います。いかがですか。 

98 ◯23 番（尾澤しゅう君）  皆川議員がおっしゃっている趣旨は私どもも一定以上理解するもの

で、確かに審議会をつくったほうがいいんじゃないかとか、市民参加の場をどう確保するかといっ

た前提には、議員からの提案が多数あったんだろうということは推察できますが、それに応えてい

ただいたのも行政だというところで、両輪であるということで答弁をしたつもりということでお願いい

たします。 

99 ◯20 番（皆川りうこ君）  あわせて、先ほど昭和 39 年以降の数字を申し上げましたが、定数が

28 人の時代と、その後 26 人になったわけですけれども、私なりに議会図書室にある議事録を見ま

したら、行政のチェック機関であり、機能として政策提案する場というのは一般質問というものも一

つあると思います。それが絶対ではないですけど。 
 その一般質問の議員の人数を見ますと、今の年度から先ほどおっしゃった年度で、平成２年で

は定数 28 人では 14 人だったんです。私が図書室で調べた限りなんですけど。平成 14 年では定

数 26 人で 22 人でした。それ以降現在に至るまで 26 人から 24 人、一般質問に限っていえば、ほと

んどの方が一般質問しているというところでは、少なくとも 28 人とか 30 人という時代に比べると、

チェック機能というのは人数が減っても果たされているのかなと思って、図書室にあるかつての古

い議事録を見た限りではそのように考えているところもあります。 
 ただ、一方では、もちろん議案に対してしっかり議論するというのは、一般質問だけが仕事では

ないですから、それはそれでやっていかなければならないことでありますが、一つ一般質問という

ことを事例に人数を紹介させていただきました。そのようなことからも慎重に考えたいということだ

け申し上げまして、終わります。 

100 ◯３番（岡部宏章君）  なるべく簡潔に質問をしたいと思います。既にさまざまな角度からの

御質疑が出ているところですけれども、ちょっともとに戻るかのようですが、提案理由についてお聞

きしたいと思うんですけれども、社会の諸情勢を勘案しということで述べられています。 
 それで、理由を今、質疑の中でさまざまお聞きしている中でも、国分寺市だけに限らない社会情

勢というところでいうと、資料でも出されている他市との比較というところなのかなということは思う

ところではあるんですけれども、社会の諸情勢ということでありますし、冒頭に理由を述べられたと

きに他市との比較ということとあわせて、社会の情勢ということも並列でおっしゃっていたようにも

聞こえたので、その点、他市との比較以外のところでこういった社会情勢というものが念頭にある

のであれば、お答えいただければと思いますが、いかがですか。 

101 ◯５番（丸山哲平君）  御質疑いただいた社会情勢の変化というところですが、これはいろい

ろなものはあるわけでございますけれども、１つはコミュニケーション、双方向の市民とのつながり

方ということを考えても、昔と比較をして現在、また予想される将来においてもこれは多様化、さら
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にいろいろなツールというものが出てくるであろう。要は、我々議員一人一人がどういったツールを、

それぞれ人によって使い方、また用い方は、現状、違うと思うんですが、そういった我々の努力、ま

た市内においてさまざま改善し得る余地はあるだろうということで、先ほどその一つの例として社

会情勢ということを申し上げたということであります。 
 それで、前提としてよりも、方向性としては、我々が今ずっと答弁をさせていただく中でも、現状、

国分寺市議会において果たしている役割であったり、そういった機能を低下させることはあっては

ならないと我々は思っております。もっと言えば、それを伸ばしていくことを求めていかなければい

けないわけであります。 
 前回の全員協議会のときにも、私のほうから民間の感覚というところに少し触れさせていただい

たところではあるんですが、まず前提として、そうした我々が果たしている機能を維持・発展させて

いくことが必要であって、さらに求められるのは、それを担う人間というものはでき得る限り、その

機能が損なわれてしまうぐらいまで人数が急激に減ってしまうとか、こういったことは支障があると

思うんですが、10 人で 100 の仕事をやっていたことが５人で 100 の仕事、極端な例ではありますけ

れども、それができるのであれば、その方向性というものを求める。100 というのは多様性とか、い

ろんなものが入っていますけれども、一つの例でありますが、そういった方向性を求めていくべき

である。 
 ちょっと余談の余談になってしまいますけれども、それで先ほど来、他市との比較というところは、

そういった人数比較は一つの判断材料になるのではないかということで、余談を重ねてしまって、

答弁を超えてしまったんですけれども、社会情勢についてはそういうことと、我々のそもそも考えて

いる意図としてはそういった我々の努力をさらに促す、同じ人数ならより大きな仕事、少ない人数

でも同じ以上の仕事というものを促す情勢にあるという認識であるということでございます。 

102 ◯23 番（尾澤しゅう君）  少しイメージしやすいのではないかと思いますので、補足させてい

ただきますと、一人一人の生産性を高めていこうというのが、今、民間では主流だと思っておりま

す。置きかえてみれば、社会情勢というのは、今、日本においては一人一人の仕事のアウトプット

の部分をどう高めていくかということが議論されていて、そのための仕組みなども考えているところ

でありますが、これはこの議会においても同じことであろうと思いますから、これは先ほどからの答

弁につながりますが、それを今回の提案においてより磨いていくことになるのではないかということ

であります。 

103 ◯３番（岡部宏章君）  今、お答えいただいたコミュニケーションの手段が広がっているという

のは、想像するにＳＮＳとか、そういう新たなコミュニケーション手段が広がっているということを指

しているのかなという気がするんです。 
 それで、民間の感覚ということをおっしゃっていて、一つの例だとは思うんですけれども、生産性

ということもお答えされているので、民間企業だけに限らないかもしれませんけれども、民間企業

のことも念頭にあるのかなという気もするんですけれども、そういったところで生産性を向上してい

くことが社会情勢の変化ということになるのかなと思うんです。それが国分寺市議会での議員定数

の削減の提案ということにつながっているという御説明なんだろうと思うんですけれども、そういっ

た生産性を向上していくという発想が、果たして市議会という場所になじむのかなということを考え
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る必要があると思っています。 
 先ほどから切磋琢磨する必要があるということも繰り返し出ているわけで、生産性向上というとこ

ろと結びつくのかなという気もしているんですけれども、議会というのは何なのかという点でいうと、

これも先ほどから出ていることでもあるんですけれども、多様な市民の意見を反映させていくこと

が議会の役割なわけです。住民の代表として議会の権限を行使しながら、地方自治の意思決定

を合議によって行っていく。これが地方議会の役割であります。それは当然、国分寺市議会におい

ても全く変わらないものであるわけです。 
 そういう点でいうと、議員が生産性を向上していくというのをもう少し突っ込んでお聞きしたいと思

うんですけれども、生産性を向上するというのは、具体的に言うとどういうことを指すんでしょうか。

こういう効果があるということをもう少し具体的にお答えいただければと思います。 

104 ◯23 番（尾澤しゅう君）  私としては、一つの事例として生産性というふうに申し上げたつもり

なのであります。議会にとっての生産性向上というのを、文字どおり当てはめてもらうと、少しまた

話がそれてきそうな気がします。言ってみれば、質の向上ということが求められているのが社会の

情勢ではないかということになりますので、その点を踏まえて再度質疑と御意見いただければと思

っています。 

105 ◯９番（幸野おさむ君）  先ほどから私もお伺いしましたし、ほかの議員からの質問もあって、

なぜ 22 人にすべきなのか、その必要性とか目的、その効果というのがよくわからなくて、抽象的な

話がかなり飛び交っていて、削減をするための立法事実というものを果たして説明されているのか

なというふうに私は思ってしまうんです。 
 それは何かというと、今出ていたんですけれども、議員の質の向上を図られるんだと。今、生産

性とか、10 分の 100 が５分の 100 でできるんだったら、そのほうがいいんじゃないかというお話な

んですけれども、10 分の 100 が５分の 100 にできる担保が 22 人の削減でなぜできるのか、生産

性もなぜ上がるのかというのもそうなんですけれども、質の向上というのは一体何を指しているの

かというのがよくわからないので、もう少し具体的に。市議会のチェック能力とかチェック機関とか、

政策提言の能力というか、役割が維持できるんだと、あるいは向上させるんだということを多分お

っしゃっていると思うんですけれども、どうしてそこがつながるのかよくわからないので、もう少し教

えていただきたいんです。 

106 ◯議長（木村 徳君）  これはこれまでも議論が出て、答弁も出ているところではございます

けれども、より具体的にというお申し出でもございますので、その旨御注意していただいた上で御

答弁いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

107 ◯23 番（尾澤しゅう君）  新たな視点という形になるかどうかは、捉え方によってはないと言

われるかもしれませんが、再三再四申し上げているところでありますが、選挙を通して質の向上は

図られると申し上げております。 
 では、選挙というのは何なのかといえば、我々現職においては、これまでの当選して以来の活動

を評価されるのが選挙であります。新たな立候補者、新人の方であれば、それは期待もしくは公
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約の中身を判断し、それを市民が判断するわけであります。 
 このサイクルが我々にはあるわけで、行政によく我々が言うようなＰＤＣＡのサイクルがあるとす

るならば、我々はその行為が選挙であると思っておりますから、何が質の向上なのかというと、そ

れは各議員各議員で違うのがあって当たり前だと思いますし、市民にとっても違うというのは当た

り前だと私どもは思っておりまして、その中でどのように我々は評価され、より質の向上を目指して

いくのかというのであれば、これはまた答弁が戻ってしまいますが、選挙を通して質の向上を目指

していくにほかならないだろうということで、外的要因の部分でありますけれども、私どもとしては今

回提案させていただいているということでございます。 

108 ◯９番（幸野おさむ君）  選挙を通して質の向上を図られるということなんですけれども、24
人が 22 人の選挙になることによって、質の向上した議員が 22 人になる。その 22 人が質の高い活

動を当選後も４年間維持できると。これはどういう理屈なんでしょうか。 

109 ◯23 番（尾澤しゅう君）  22 人になって、またその後、市民によってそれが評価される。つま

り質がよかったのか、悪かったのかと、言い方はちょっと語弊があるかもわかりませんが、市民が

その人に負託したものに対して応えることができたのかできなかったのかというのは、そこで評価

されることになります。私にとっての質の向上という部分と、多分、幸野議員がおっしゃっている質

の向上という部分がなかなか一致しにくい部分があろうかと思うので、そこで答弁という部分では

少しかみ合ってないのかもしれませんが、私としては今話したとおりの内容で考えております。 

110 ◯９番（幸野おさむ君）  その論理からいくと、毎回定数を減らしていかなければならないとい

う論理になりますよね。パイを減らしていかないと、質の高さが上がっていかないということをおっ

しゃっているわけですよね。 
 実はそういうことだけじゃなくて、先ほどからいろいろ議論も出ていたんですけれども、人口がふ

えたりとか、社会状況が変わってきたりとか、財政規模も膨らんだりして、議員の役割自体が非常

に重たくなっている中で、一人一人はそれぞれ努力の差異はあっても、それが24人であっても、選

挙では必ず審判されるわけです。24 人だからといって、24 人の現職だけが出るわけではありませ

んから、これまでの事例から見ても新人候補者も当然名乗りを上げてくる。そういう中で審判され

るわけですから、そういう意味でいえば競争も切磋琢磨も当然選挙だけじゃなくて、選挙以前の議

員活動からされてきているんだろうと思っていて、それが 24 人から 22 人になることによって、さら

に質が向上するというところがよくわからない。 
 しかも議論の中では、今、議員とか議会に何か課題があるというわけでもないとおっしゃっており

ますよね。そういうことのためじゃないんだと。さらなる向上を目指した、今回の定数削減なんだと

いうところがどうしてもよくわからないというか、具体的に何がどう変わるのかというのが見えてこな

いこと自体が、立法事実としては非常に弱いんじゃないかなと。必要性とか正統性、政策妥当性、

効果という点で、何が目的なのかというのがよくわからないというのが私の現状です。 
 私自身の考え方で言うと、議会の議論の質だったり数というのが求められていると思っています。

それは何かというと、先ほどから出ていますけれども、地方分権一括法とか地域主権改革、地方

創生といって、国の政策も含めて地方におりてきているという関係があるわけです。かなり事務量、
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業務量がふえているという関係の中で、我々はそれに研さん、努力をして市民の立場で質疑をし

て、情報を明らかにしていく。市民の立場に立って是正させていく、多様な角度でさまざまな意見を

反映させていくことが必要なんだろうと思うんですが、議員の中にはそういうことについて発言自体

が控え目だったりとか、少ない方というのも結構いらっしゃるわけです。 
 そういう意味でいうと、また私の質という点でいうと、それは質問するにはそれなりの努力も必要

になってまいります。行政側の皆さんは専門家の方ですから、その専門家の方たちに市民の立場

で、的外れではないことをお伺いしなきゃいけないという立場に立っているわけですから、質問す

るには相当の努力が必要なんですが、その質問をかなり控えていらっしゃるのか、されないのか、

少ない方も結構いらっしゃるんだけれども、そういう方がもっともっと多様な意見を議会に届けてい

く、努力を重ねて質問されていくということにつながっていくのかどうかなんです。 
 私はそういうことが議員の質というふうに考えたときには、言論の府ですから、議員は市民の立

場を議会で発言すると。発言することが、ある意味では基本的な仕事になるわけですから、それが

本当に高まるのかどうかということをお伺いしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

111 ◯23 番（尾澤しゅう君）  御質疑ありがとうございます。３つほど提示されたのかなと思ってお

ります。 
 毎回、定数を削減しなければ質の向上がされないじゃないかという御指摘に関しましては、今で

きる、さらなる向上という意味で、今回は 22 人ができるのではないかと思っております。 
 また、議会運営ができなくなるほど減らせということでもないですし、他市比較においてももっと低

い数値、国分寺市に割り戻したときの低い数値も出てきたところでありますが、19 人や 20 人みた

いな数字も出ることは出るんですが、それは今の議会においてはそういう数値はなじまないだろう

ということで、我々は 22 人を今回提案させていただいて、今できる改革、質の向上の外的要素とし

てのやり方で提案させていただいているということであります。なので、毎回していくということでは

ないということを申し上げたいのと、今できるものをやるべきだということで、今回は提案させてい

ただいています。 
 そして、事務量がふえてきている中で、もっと多くの質問が必要なんじゃないかということに関し

てですが、それも恐らく各議員によって質問の回数だったり提案の回数だったり、それは質という

意味ではそれぞれの尺度があるかと思っております。ただし、それを評価するのは市民の皆様で

ありますから、少ないのがいい、多いのがいい、多いけれども質問の中身はどうだったとか、そう

いうところも結局は市民の皆様からの御判断を仰いで、我々はまた議員になる、もしくは落選する

ということで、そこについてはより切磋琢磨していくことができるんだろうと思っております。 

112 ◯９番（幸野おさむ君）  今の点で最後に確認したいんですが、逆に言うと、発言の数ではな

いんだということで、それは市民の判断なんだということなんですが、例えばほとんど発言されない

議員の方だけが議会に残るということでも、それは質が担保されることになるということもあり得る

ということでしょうか。 

113 ◯23 番（尾澤しゅう君）  一つの考え方としては、一人一人の責任が重くなってくるということ

であれば、先ほど皆川議員から紹介の一般質問のデータではないですけれども、我々の提案は
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間違いなくそこを担保するものではないですが、今できるやり方としてよりよくしていくためには、こ

ういう提案をさせていただいているということであります。 

114 ◯16 番（なおの克君）  今回の議員定数削減に関する議案を私も拝見させていただいて、私

自身は問題意識としてはそんなに考えてなかったというのが正直なところでありまして、今回、そう

いった機会の中で、私自身も議員定数の適正化の必要性というのを改めて考える機会になったな

と思っております。全員協議会では、議運の委員長という立場で発言を控えておりましたけれども、

今回、本会議即決ということもありますので、私の考えも含めて、ちょっと確認をさせていただきた

いと思います。 
 先ほど来、さまざま議員の方々の御質疑を聞いておりますと、そもそも議員定数に適正な判断基

準というのは何かと問われると、いろんな考え方があって、これが適正な数ですというふうにはな

かなか言えないんだろうと、私は先ほどから伺いながら感じておりました。本当にさまざまいろんな

御意見がありましたけれども、チェック機能が果たされないのであれば、例えばそれを効果的に上

げるために人数をふやしていくほうが適正なのか、または現状維持が適正なのか、削減していくの

が適正なのかというのもなかなか判断しづらいというのは、率直に感じたところであります。 
 ただ、先ほども議員のどなたかが肌で感じる市民からの感覚というふうにおっしゃっていたんで

すが、直近の世論調査を見ますと、あなたは今、国会で議員の定数を次の選挙から減らすように

決めるべきだと思いますかという質問に対して 76％が賛成をされている。これはあくまでも国会と

いうところに目を向けられておりますけれども、ただ、政治という枠組みで見れば、かなり厳しい目

が政治に対して向けられているというのは事実の数字だと思いますし、国と地方自治の関係でも

この数字というのはかなり重要であって、無視できないんだろうと思います。 
 政治に対する厳しい目、この事実というのは提案者としてどう受けとめられているのか、その点

についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

115 ◯23 番（尾澤しゅう君）  御質疑ありがとうございます。今、御紹介いただいたことは、なおの

議員からも国会のことではあるけれどもという前提でいただいておりますけれども、一般の国民、

我々市に置きかえれば市民がふだんの生活の中で思うことなんだろうということで、それに対して

は完全にこの市議会において置きかえられるものではないかもしれませんが、そういった意見は

一定あるんだろうと思いますので、できる限り市民の皆様に議会の改革の姿勢を示していくという

意味でも、我々はこのような提案をさせていただいているということであります。 

116 ◯16 番（なおの克君）  わかりました。あと、この間の国分寺市議会というのは、先ほど来、

語られているとおり、平成 14 年、18 年、歴史的に議員定数を削減してきた経過があります。その

中でも議員の質の向上というのは行ってきたというのもあるんですが、一方で、情報公開ですとか

市民参加、また先ほど御紹介いただいた市民意向調査等の制度によって議会の効率化は図られ

てきたと思います。これは議会だけではなくて、行政側の努力も議会の効率化につながっているん

じゃないかと私自身は感じております。また一方で、先ほどだて議員もおっしゃっておりましたけれ

ども、投票率が下がっている。この投票行動というのはそのときの政治、また議会に対する、一方

で信頼感のあらわれであると私は客観的に考えております。 
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 そういった意味でいえば、事実として、今、世論、また市民の目というのは、議会に対して非常に

厳しい目が向けられておりまして、それは議会改革のスピード感が求められているというふうに私

は感じております。その具体的な市民に対する答えの一つとして、提案者としては議員の質の向

上というのを言われておりますけれども、その効果としては、議員定数削減ということが市民に対

する答えの一つだと私は捉えておりますが、その点についていかがでしょうか。 

117 ◯15 番（さの久美子君）  今、なおの議員からかなり詳細な形で私たちの提案理由の部分を

述べて、答弁の底にあったようなお話をしていただきました。 
 まさに先ほどから答弁をさせていただいているように、今回は議会改革の一つである、これを大

きなことだというふうにぜひ受けとめていただきたいことと、先ほど意向調査のことがありましたけ

れども、市民の声を直視するという御提案がなかったかなと思っておりますが、議会の質の向上、

一人一人の質の向上というのは、一人一人責任が重くなり、人が減ったことによって責任をしっか

り感じて、自分の力を磨く。そのことで市民の期待に応えるということが主眼でありますので、切磋

琢磨の言葉が空回りするのではなくて、最後の目的は、質の向上をしたことが市民にとって非常

に大事なことなんだと。こういったことが今回の提案の中で大事なことかなと。 
 数は２減ということでありますけれども、その中で選ばれた人たちは期待に応えられるだけの力

をつけて、またそのつけた力を市民にお返しする、ここが私たち議員の責務だと思っております。 

118 ◯議長（木村 徳君）  まだ御発言を御予定されている方はお二方、複数いらっしゃいますね。 
 一定時間たっておりますので、10 分程度休憩したいと思います。 
                   午後５時 48 分休憩 
 
                   午後６時 22 分再開 

119 ◯議長（木村 徳君）  会議を再開いたします。 
 質疑をお受けする前に、私のほうから一言申し上げたいことがございます。 
 ただいま午後６時 20 分過ぎになっておりますが、先ほど休憩前にお二方、手を挙げられていらっ

しゃいましたので、そのお二方の質疑はお受けしたいと思っております。これまで大体１時間 20 分

ぐらいを目安に休憩を挟んでおりましたけれども、これは強制ではなくお願いになりますけれども、

次の休憩のタイミングの前ぐらいまでには質疑がまとまればありがたいなということでお願いをし

ておきたいと思いますので、そこら辺、御了解いただければ御配慮をお願いしたいと思っておりま

す。 
 もう一点だけ、これも従前から申し上げていることではございますけれども、繰り返しになるような

御質疑は、なるべくお気をつけいただいて、その上で御配慮いただいての御質疑にしていただけ

ればと思いますので、その旨あわせてお願いしたいと思います。 

120 ◯４番（中山ごう君）  では質疑させていただきますが、先ほど幸野議員の質疑の中で、なぜ

削減が必要なのかというところで、真っ先に答弁されていたのは、選挙を通しての質の向上とおっ
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しゃっていた。これというのは、この間の質疑を踏まえれば、やはり競争率のことをおっしゃってい

るのかなと思うんですが、そういう理解でまずよろしいですか。 

121 ◯23 番（尾澤しゅう君）  競争率というところの「率」という意味では、要は、候補者数が実際

あけてみないとわからないというところがありますので、そこまで率という部分に関してまでは、こ

ちらでも申し上げていないというような認識です。 
 基本的には、まず、過去に答弁している内容なんですけれども、整理させていただきますと、議

員が今、24 人でありますけれども、22 人になるということは、市民から見れば、各議員に対する自

分が支援したか、投票したかどうかは別にしても、チェックの目は行き届きやすくなるということが

前提にありまして、そして、かつ、得票数の部分についても、ボーダーラインが上がっていくことに

よって、今以上に多くの皆さんから御支援を賜らなければ当選することができないというところもあ

りまして、そのようなことを踏まえて質の向上がなせるのではないかということで御説明をさせてい

ただいています。 

122 ◯４番（中山ごう君）  後段言われました、ボーダーが上がるというのは一般論ですよね。こ

れはやはり、候補者数との関係も出てきますので、実際上のところでは、言われますように、ふた

をあけてみないとわからないというところですよね。ですので、前段に言われた 22 人になることに

よって、市民がチェックしやすくなる、議員の数が減るから市民が議員をチェックしやすくなるという

ことが向上につながるということですね、今の。 

123 ◯５番（丸山哲平君）  若干整理をさせていただくと、まず、そもそも 24 人から 22 人になると

いうことは、すなわち議員という資格を得る者が 22 人になるということであります。当然に、そこの

門といいますか、条件というものは、現状に比べれば狭くなるということは事実であろうと思います。

先ほど尾澤議員のほうからは、当然、立候補者数が現時点では確定し得るものではないので、競

争率という表現はちょっと使えない、かつ、それはお話しできないということでありましたけれども、

やはり立候補するに当たっても、当然、22 人というところが、24 人に比べれば、10％弱ではありま

すが、枠というもの、門というものが狭くなるということであれば、それ相応に市民の信頼を勝ち取

る、市民からの付託を得られるといった確信といいますか、これまでの行動といいますか、さまざ

まな表現はあると思うんですけれども、そういったところを乗り越えて、皆さんが立候補、また、当

選というプロセスを経るわけですから、我々はそれを評して質の向上というものが図られるというこ

とで申し上げたわけであります。 

124 ◯４番（中山ごう君）  門が狭くなるということも、それはやはり候補者数との関係、例えば、

24 人に対して 25 人が立候補者だと、22 人にしたとしても 23 人が立候補者だとすれば、門が狭く

なるという意味では、落選者１人になるわけです、今の例えでいえば。そう考えると、門が狭くなる

というところは、やはり候補者数との関連が私は大きくなるのかなというふうに思ってしまって、そこ

の理解が進まないんですよね。 
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125 ◯議長（木村 徳君）  私のほうで双方の御意見を聞いていて、もし私の整理が正しければ

そうおっしゃっていただいて、違えば訂正していただければと思うんですが、上位 24 人が上位 22
人になるということでいえば、上から 22 人までの中に入らなければいけなくなるというところでは狭

き門なのかなと。いわゆる 23 番目以降は、それが１人であろうが 10 人であろうが、そこは落選は

落選ですので、得票数の数も総体的は少ないということを捉えれば、そこは何人であれ、上位 24
人に入れればよかったものが上位 22 人までに入らなければならなくなるという意味での競争、人

数ではないというように私は聞いていて思ったんですけれども、それは違いますか。その上で、答

弁者または質問者のほうから一言いただければと思います。 

126 ◯４番（中山ごう君）  議長が今、整理されましたけれども、全然納得はできない。理解もでき

ないですね。選挙を通して質の向上というのであれば、私は競争率の問題になってくると思うし、し

かし、そこは率の問題でいえば、答弁されたように、それは定数と候補者数の関係なので、選挙を

通して質の向上論というのは、私はロジック的に成り立たないと思わざるを得ないです、これを繰

り返しても。というのが現状です。 
 次の質疑にいきますけれども、選挙というのが市民にとってはどういうものなのかということだと

思います。大事だと思うんですよね。ちょっと繰り返しになりますけれども、議会というのは住民の

代表であって、権限を行使することによって地方自治の意思決定を合議で進める。それは私たち

住民の代表ですから、地方自治の意思決定に市民の声を反映させていくということなわけです。そ

の点からして、この選挙を市民の目線で見れば、住民の意思、世論を議会に反映させていくため

の手段が４年に１回の選挙なわけです、市民にとっては。市民にとってはそういうことだと私は思っ

ているんですね。 
 その中でいけば、市民は選挙の中で自分の考え、市民はそれぞれいますけれども、その市民の

方の考えに合った候補者を選ぶわけです。それによって自分の思いを議会に反映してほしいとい

う願いを込めての行動なわけです。それが４年に１回の選挙であって、そして、民主主義というの

は、私は少数意見をいかに多く政治に反映できるかということも大事な点だと思っているんです。

そういう意味でいえば、この間、議論ありますけれども、22 人よりも 24 人という数のほうが、やはり

市民の声をより多く議会に反映させていくことができる。 
 というのは、議員一人一人が切磋琢磨をするのは当然だと思っているんです、どんな定数であ

れ、それは当然だと思っているんです。ただ、１日は 24 時間しかありません。その中で、個人がい

くら頑張っても市民と接する時間はやはり限られるわけです。その中でどうやって住民の意見を議

会に反映させていくかということを考えれば、それは一定の定数が必要になるわけです。私が先

ほど述べたように、場合によっては、議員定数をふやしていくということも必要だという思いがあり

ます。ただ、それは議会のこと、そして、市民も含めた中で議論して決めていくことであって、いきな

り共産党がそういう思いがあるから条例案を出すというものではないと思っているんです。それに

向けての合意形成が必要だと思っています。 
 今回は定数を減らしますよという条例が提案されている中での話ですので、その中で私は議論し

ていますので、そういう意味であれば、さっき私が言ったように、個人が市民と接する時間というも

のはどうしても限られる。その中で、より多くの市民の声を議会に反映させていくためには一定の



39 

 

数が必要だと。だから、現状でいえば、22 人でなくて 24 人でするべきだというふうに私は思ってい

るわけですけれども、その点について、どうお考えでしょうか。 

127 ◯23 番（尾澤しゅう君）  時間というものは、確かに一人一人平等の時間が与えられている

わけでありまして、ただ、今、中山議員から御指摘いただいた内容を前提とするのは、その時間の

中で自分が今、100％、これ以上できない、今の状況が 100％だというのが大前提にある話なのか

なと思っております。我々は限られた時間の中で、より効率的に市民に意見を聞く手段を、また勉

強していったり、さまざまな会合だったり、いろいろなところに足を向けて市民の声を聞いていくとい

う方法も模索していかなければならないというふうに思っております。そういう意味で、その部分を

追求するというところの外的要因としてこの制度というか、22 人にすることが、よりそこにつながっ

ていくのではないかということで提案させていただいています。 

128 ◯４番（中山ごう君）  ですから、個人としてはこれがマックスだよと。そのマックスはまた変

化もすると思うんです。今、時間的なところの議論でいきます。どこまで市民と接する時間をつくれ

るかという点については、議員が切磋琢磨して、よりふやしていくというのはあると思うんですけれ

ども、しかし、その時点ででき得る、とり得る時間は、私は議員として、それぞれ今の議員も、現状

の中では 100％とっている、市民と接する時間をとって活動していると私は思っているんです。それ

を個人の努力によって少しずつふやすというのはもちろん必要ですけれども、それは定数を減らす

とは私は結びつかないだろうと、ずっとそこは平行線ですけれども、そういうことを言っているわけ

です。 
 先ほど私が言ったのは、時間の中での話ですけれども、時間は平等のものと答弁がありました

けれども、しかし、物理的に限られているわけです。それは当然、限られるわけです。そういった中

では、やはりいくら個人が努力をしても、市民と接する議員１人当たりの時間というのは物理的に

限られるわけです。だからこそ、私は、今の定数削減が提案されている中で、24 人がいいのでは

ないかと。 

129 ◯23 番（尾澤しゅう君）  中山議員がおっしゃっている、市民に接する時間という量では限ら

れているから、24 人のほうが総時間では、議会として考えれば多いんじゃないかというような視点

がありました。ただ、しかし、私どもはより市民と接する時間はもちろん大事なんですが、受けた内

容をどう議会に反映をするかというようなことが一番注目されていることだろうと思います。あくまで

市民と接することを否定することではありませんが、より市民の意見をどう反映していくのかという

部分で、より質の向上を求められているということを申し上げたいと思います。 

130 ◯５番（丸山哲平君）  今しがた中山議員がおっしゃっていた部分で、自身が向上していくと

いうこと、これは全く我々は先ほど来、否定をしていないところです。それは当然に求められるとこ

ろであろうと。私どもが重ねて申し上げているのは、それに加えて、また、それと同時に、外的な環

境というものも我々にとっては付加、きょうが 100％であると私どもはこのように思って頑張ってや

ってはいるわけですが、それが本当に 100％の努力であるのか、成果であるのか、環境というもの

をより自分自身に厳しく突きつけていく、そして、その中でより向上を目指していく。 
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 先ほど私が、尾澤議員も申し上げていましたけれども、場合によっては、今後ふやしていくという

提案すら、それは状況としてあり得るんだと思います。ただ、それは今が問題がないからそのまま

にして様子を見ようということではなく、我々としては、その最適な適正な数値というものを求めて

いく。日々その検証というものを行っていく。そして、その中において、仮にふやす必要があるとい

う判断をするに至った場合には、それを行うべきでありますし、現段階においては、我々は適正化

として２人減少という形をとっていくことができるという判断に立って、今回、こうした提案をさせてい

ただいているということであります。 

131 ◯４番（中山ごう君）  今、丸山議員のほうから、努力が求められると。それは一緒ですよね。

プラスアルファ、外的要因が必要だということもこの間ずっと言われている。私から言わせれば、外

的要因が個人の努力に影響するというのは、議員として、そもそも根本の資質として、それは違う

のではないかと私は思います。その外的要因には関係なく、議員になれば 12 万人市民の代表の

一人なわけだから、それは外的要因でなくて個人が努力すべきであって、外的要因がなければ努

力につながらないとは言っていませんけれども、もしそういう方がいるのであれば、それは議員と

しての資質が問われる問題だと私は思う。だからこそ、外的要因が努力につながるというところは

全く理解できないわけです。それはそういうことなんです。そちらの外的要因が努力につながると

いう論と違うということが明らかになったわけです。 

132 ◯９番（幸野おさむ君）  今の議論の中でも、議員１人当たりの受け持つ人口数というのが恐

らく議論になっていたんだろうと思っています。提案者から出していただいた資料なんかを見ます

と、平均値である議員１人当たりの平均人口が 5,573 人というのが、皆さん方の言う、今、適正な

数字だということをおっしゃっているということで理解していいんですよね。 

133 ◯５番（丸山哲平君）  現状、我々の分析によると、この数値が出てきているということで、こ

れを判断の参考としたということであります。 

134 ◯９番（幸野おさむ君）  これは全員協議会でも確認させていただいたことではあるんですが、

一方で、国分寺市議会のいわゆる縦軸というか、過去の経緯の人口からどういうふうに見ていま

すかという質疑については、提案者側からすると、そこについては分析されていないというか、そこ

は判断材料にされていないということで、いわゆる横軸というか、空間軸的な他市との比較という

ものが参考にされているということだけだったということです。参考までに、全員協議会でも披露し

た数字なんですけれども、平成 17 年度の人口、平成 18 年３月 31 日付ですけれども、11 万 3,635
人だったものが、平成 28 年１月１日には、11 万 9,940 人、ことしの１月１日には 12 万 1,673 人とい

う形で、さらに言うと、ことしの８月１日には 12 万 3,241 人という形で、１月１日から８カ月で 1,500
人以上も人口がふえているという状況があるんです。 
 過去までの人口については検証されていないということだったんですけれども、今後の人口見通

しというのは、やはり大きな影響を与えるだろうと思うんです。先ほど来、議論を伺っていると、尾

澤議員からは、仮定の話はしたくないんだということをおっしゃっておりましたが、ただ、この議員１

人当たりの人口の数は、人口の増減によって大きく変わってくる話なんです。それは４年後また考
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えればいいという話でなかなか済む話じゃなくて、一定の見通しを持って、果たしてそれが妥当な

数字なのかというのを考える必要性があると思うんです。それは我々議会も行政側に求めている

ことで、財政フレームだとか人口見通しだとか、そういうことについても、どういうふうに見通してい

るのかということは問いただしているわけですから、そのことについて皆さん方がどういう見解をお

持ちなのか、今後変わらないという状況にあるのか、あるいは、減っていくという状況にあるのかと

いうことでも全然状況が変わってくると思いますので、そこについては、どういう見解をお持ちなの

かをお示しいただけたらと思います。 

135 ◯５番（丸山哲平君）  先ほどの答弁の中でも少し触れたところではあるんですが、現状、幸

野議員がおっしゃったように、人口が増加をしている状況にあるということで、仮にこの状況が続い

て 12 万 5,000 人とか、そういった数字になった場合ということで、この表を用いての計算にはなりま

すが、私どものほうでもやってみた結果、先ほど申し上げましたが、12 万 5,000 人の場合で 22.43
人。ただ、先ほど尾澤議員が、仮定の話になってしまうと申し上げたのは、当然、国分寺市の人口

が 12 万 5,000 人になっている、それはどの時点でなるかということの見解は分かれると思うんです

が、当然、今よりは先の時点の話になるわけです。その際には、今回比較をしている他市の数値

というものも当然動いているということなので、我々としては、仮定の部分に入ってしまうので、そこ

は今回は特段、数値としては提示はしていないということでありまして、ただ、いずれにせよ、現状

の分析表、我々が使っている分析の数値をもってしても、12 万 5,000 人であったとしても 22.43 人と

いうことで、今回、私どもが提示をした根拠の参考とした数値からは、それほど乖離するものでは

ない、このようには考えています。 

136 ◯９番（幸野おさむ君）  見通しについては、そういう意味で言うと、12 万 5,000 人ということで

は検証は加えているということで理解したいと思うんですが、この資料なんですけれども、１都３県

の類似団体だけでなく、大阪府、愛知県というのが加わっているんですが、これは地域的な問題と

して、愛知県は対象の自治体がないということなんですけれども、大阪府を加えた理由というのは、

愛知県を加えた理由というのは、どういう理由なんでしょうか。 

137 ◯５番（丸山哲平君）  先ほど及川議員の答弁の中でも申し上げたんですが、我々の判断と

して、いわゆる都市部というところを考えたときに、３大都市といったときに、東京、大阪、愛知とい

うところが出てくる。その中で、今回我々としては分析をしたということでございます。 

138 ◯９番（幸野おさむ君）  この資料を見て私は思ったんですけれども、大阪府だけ、実は類似

団体と言いつつ、議員定数の数が著しくというか極端にというふうにまで言えるかどうかわからな

いんですが、少なくとも 10 人台というのは１都３県の中にはないんですね。しかし、大阪府の場合

には８自治体のうち５自治体が 10 人台という形になっていて、そうすると、議員１人当たりの人口と

いうのも 6,000 人台前後という形で、これは相当議員１人当たりの人口を引き上げているんじゃな

いのかなというふうに思うんです。これは大阪府独自の、例えば、財政需要の問題であるとか、あ

るいは、どういう政治家が担っているのかという問題もあったりとか、いろいろな事情があってこう

いうことになっているんだろうというふうには理解をしているんですが、ちょっとこの比較の中に入
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れると、少し異質な数字がここに入っているかなというふうに私自身は認識しています。 
 もう一つ確認したいのは、類似団体ということなんですけれども、そうはいっても、人口幅は 10 万

人から 15 万人を超える自治体が入っていますよね。傾向として確認したいんですが、人口が多け

れば多いほど議員１人当たりの人口の数はふえているという傾向があると私は認識しているんで

すけれども、皆さん方はどういうふうに分析されているのか教えていただけますか。人口が多い自

治体ほど議員１人当たりの人口が多くなっている。逆に言えば、人口に対する議員の比率が少な

くなっているので、議員１人当たりの人口はふえる。人口が多いほどそういうふうになっているとい

うふうに私は認識しているんです。 
 ここでいうと、例えば、大阪府を抜いていますけれども、議員１人当たりの人口が一番多いのが

6,760 人の入間市で 14 万 8,723 人、それから次が、6,041 人の東村山市が 15 万 1,000 人、次が

5,990 人の海老名市が 13 万 1,000 人なんですけれども、次が 5,838 人で、三郷市で 14 万 100 人。

類似団体だけじゃなくてほかの自治体も調べてみたんですけれども、例えば、八王子市なんかは、

人口が 55 万人いるんですけれども、議員数が 40 人なんですね。そうすると、議員１人当たりの人

口は１万 3,806 人なんです。町田市は、人口 42 万 9,167 人のところ議員数は 36 人なので、議員１

人当たりの人口は１万 1,921 人なんです。そういう傾向があるんじゃないのかということを確認した

いんですけれども、いかがですか。 

139 ◯５番（丸山哲平君）  ただいま御質疑いただいたところについては、詳細、例えば 5,000 人

区切りとか１万人区切りというところの分析はしてはおりません。ただ、あくまで、先ほども大阪をな

ぜ加えたんだというお話もありましたが、我々は都市部というところでひとつ判断をさせていただい

たんですが、我々としては、あくまで類似団体というところのくくりで、今回は根拠の参考とさせてい

ただいたということであります。 

140 ◯９番（幸野おさむ君）  私はそういう問題意識を持っていて、もう少し国分寺市と近い自治

体、いわゆる条件が、人口の条件であるとか、あるいは地域性の条件なんかで近い自治体でどう

なるのかなと思って、自分自身で条件を再設定して再計算させていただきました。１つは、類似団

体、提案者から出されていた資料の中での比較なんですけれども、例えば、大阪府は、先ほど言

ったように、地域がかなり遠いということもあって外させていただいた。その上で人口を、国分寺市

は今、12 万 1,679 人と入っていますから、11 万人以上 13 万人以下、12 万人を中心として上下で

やると、上から鴻巣市と６番目のふじみ野市、国分寺市のちょっと上の昭島市、小金井市、国分寺

市、東久留米市の６自治体が入るんですね。この６自治体の人口の小計は70 万5,102人、議員定

数の小計が 139 人となるんです。これを割り出して、議員１人当たりの６自治体の平均人口にする

と 5,072 人になるんです。5,072 人というのは、国分寺市は今、5,070 人ですから、ちょうど実はぴっ

たり合ってくるんですね。これは議員定数で割り返すと 24 人という形が出てくるんです。 
 そういうふうに、この数字は、先ほど及川議員もいろいろな見方によって変わってくるんじゃない

かという指摘もされていました。全国類似団体では 23.5 人とおっしゃっていましたが、私は逆に、も

っと焦点を絞って国分寺市に近い自治体で比較すると、これは 24 人というのが適正、適正かどう

かというのは、私はほかの自治体と比較はなかなかできないと思っているので、国分寺市の事情
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なんかもちゃんと加えないといけないと思っていますから、それはそういうふうな見方もあるという

ことで御理解いただけることはあるんでしょうか。 

141 ◯５番（丸山哲平君）  我々が今回、根拠の参考資料をつくる上で、極力、自分たちの判断と

いうところで動かないようにはしたいということで、１都３県と大阪、愛知を選択はしましたけれども、

ただ、人口の切り方というところにおいては、例えば、11 万 5,000 人から 12 万 5,000 人で切るのか、

11 万人から 13 万人で切るのか、そこの部分に入っていると、かなり判断がその人によって変わっ

てくるであろうということで、私どもとしては類似団体、人口と産業構造がそこで同じ区分にされて

いる、ここの部分で軸として判断することが適切であると判断をいたしましたので、我々としては、

結論は変わらないということであります。 

142 ◯９番（幸野おさむ君）  ただ、私自身の見方自体を否定はされないということで、いろいろな

見方があるんだろうということです。 
 そうすると、5,072 人が平均で、国分寺市は 5,070 人。しかし、これは１月１日の数字で、さっきの

人口見通しがどう影響してくるのかというと、例えば、８月１日の人口は 12 万 3,241 人ですから、そ

れで割り返すと 5,135 人になるんです。だから、私が焦点を絞った６自治体との比較でいけば、国

分寺のほうが多くなる形になるんです。これは 12 万 5,000 人とか、その先 13 万人という形で私は

計算したんですが、13 万人になると 5,416 人という形で、またさらにこれがふえてしまうという形が

あるんです。他市の自治体だけの比較だけでは、ここは適正値というのは出てこないんじゃないか

と私自身は率直に思っていて、そこだけではやっぱり弱いんじゃないかということを冒頭から実は

指摘をさせていただいておりまして、むしろ国分寺市の実情だとか市民の実態だとか、市議会の

状況が考えられなきゃいけないんじゃないかということを指摘させていただいている根拠なんです。

これについて、何かもし御意見があればお伺いして、なければまたちょっと続けたいと思います。 

143 ◯５番（丸山哲平君）  まず、先ほど来、何度か触れたんですが、我々も今回、この提案をさ

せていただいた上で、今後も 23 人以上というものがあり得ないのかといえば、それはその時々の

情勢、判断に基づくであろうと考えております。ただ、私どもの今回の判断といたしましては、22 人

という数値が適正であるという判断をいたしましたので、今後の部分において、それこそ社会情勢

であるのか、また、他市の動向の比較であるのか、また、何よりも我々の判断として、ふやすという

ことが絶対に排除されるのかといえば、それは当然にそういうことではなく、むしろ不断にそういっ

たチェック、見直しというものを行っていく必要であろうと、このようには数値の面では考えていると

いうことです。 

144 ◯23 番（尾澤しゅう君）  簡単に、幸野議員の人口の区切っての分析を御披露いただいたん

ですが、我々としては、こちらの資料を作成する段階では、類似団体としては最大限、及川議員と

のやり取りの中でお話しさせていただいた気持ちで私としては考えておりまして、逆に、ミニマムは

どうなんだとなると、一番わかりやすいのは小金井市、横の市と比較するしかない、一番近く、地

続きでもあります。そうなったときに、小金井市と比較するだけでいいのかというと、さすがにそうい

う切り口だけで議員定数というのを考えるわけにはいかないだろうということで、それを今度はどう
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いう枠をもって比較していくのかというふうに考えたときに、客観的なものとして、要は、恣意的な

人口の区切りということをしないでお示しできるのはなんだろうということで、類似団体という結論

に至ったというところであります。 

145 ◯９番（幸野おさむ君）  私も類似団体という枠内で、私自身が適切な判断で抽出させてい

ただいた、皆さん方の資料を活用させていただいたというのはありますけれども、そういう導き方も

出てくるんじゃないですかという一つの例だということで、だから、それだけではなかなか難しいと

いうことで、人口論については、先ほどお伺いしましたけれども、もう一つ、これも全員協議会で、

私もどうしてそういうことが検討されなかったのかなと思ったんですが、財政規模の話で、2005 年

度、平成 17 年度になるんですが、当時、26 人の議員だった時代には、これは決算のデータですけ

れども、350 億円の財政規模だったわけです。ところが、2017 年度、昨年度の決算額は 513 億円と

いうことで、26人だった2005年度の財政規模に比べると163億円増加しているんです。ただ、2017
年度決算については、北口再開発の清算金が数十億円入っているということもありますので、

2016 年度、１年前の決算で見ると、財政規模は 460 億円、2005 年度の決算として比較しても 110
億円増加しているんですね。今年度の予算も 450 億円という形で、2005 年度と比較して 100 億円、

議員の数が 26 人から24 人になっている中で、我々市議会議員がチェックしなければならない予算

の額だとか、その内容なども含めてですけれども、非常に量として多くなっているということがあっ

て、これも今後どうなっていくのかということの見通しは、一定持つ必要があるんじゃないかと私自

身は思っているんですね。 
 これが大きくなって議員の数がさらに減っていくということになると、先ほど選挙のときの競争で

切磋琢磨という話もあったんですけれども、議員になってから、やはりチェックしなければならない

物理的な金額だとか内容というのも非常に多くなってくるという関係になってくると思うんですね。

それについてはどういうふうな見通しを持っていらっしゃるのか、それは質の向上という形で解決

できることであるなら、どういう形で解決できるのかをちょっと教えていただきたいと思うんですけれ

ども、いかがですか。 

146 ◯５番（丸山哲平君）  確かに、当市においても、財政規模というものが年々変化をしてきて

いるという状況なんですが、ただ、財政の規模というものを基準に果たしてし得るのかといえば、

例えば、今度消費税の増税が予定をされておりますが、そこでの金額の変動があれば、それは財

政の規模が当然大きくなるものでありますけれども、それが議員の定数というところにかかわって

くるのかというと、私どもは当然、全く関係ない、チェックする項目という意味での御趣旨は理解を

するところではあるんですけれども、ただ、そこと連動させられるだけの相関関係がそこに見出せ

るかというと、その辺は若干、判断材料としては難しいのではないか、このように考えているところ

でございます。 

147 ◯９番（幸野おさむ君）  それも見方の問題ということになればそうなのかもしれないですけ

れども、私自身はそういう角度も必要だと思うし、定数のあり方も一考するべき材料だろうと思って

います。 
 もう一つ、財政規模だけじゃなくて財政状況ということについてもお伺いしたいと思うんです。これ
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は全員協議会では特にお話が出ていなかったと思うんですが、コスト削減というのは主目的じゃな

いんだと言われているんですけれども、これまでも定数削減の理由としては、大きな柱となってい

たのがこのコスト削減という話だったんですね。副次的な要素もあるという先ほどの説明なんかも

あったわけですけれども、今、国分寺市の財政状況に関連して、国分寺市議会がどういう認識を

財政状況についてお持ちなのかということをお伺いしたいのと、あわせて、それに対して市議会、

我々としてどういうコミットがされてきたのか、削減の力を議会として、議員として働かせてきたの

かとか、そういうことも含めて、どういうふうにお考えなのか教えてください。 

148 ◯５番（丸山哲平君）  財政の状況については、数値の面でいえば、これまでの行政側の努

力、また、我々議会の側としてもチェック機能というものをしっかりと果たしてきて、よい流れの中に

ある。しかしながら、今後の見通しというところに立ってみると、これは今後ともに油断のならない

状況であろうと、このようには私どもは認識をしています。そして、その上で、我々が果たすべき役

割というところは、これまでと変わらず、また、これまで以上に、しっかりとチェック機能というものは

当然に発揮をしていかなければならない。しかしながら、ではそれが、現行の 24 人から 22 人にな

った場合にそれが既存されるのかというところで見たときには、我々はこれまで過去の前例で人数

が２人ずつ減っていった中でも、我々の中の向上というものが図られて、しっかり機能を果たしてき

たのと同様に、22 人においても、しかるべき求められる仕事というものはしっかりと果たし得ると、

このように考えています。 

149 ◯９番（幸野おさむ君）  これはなかなか、そこの相関関係を導き出すのは難しいというのは

事実だと思うんですね。少なくともこの 24 人の市議の中で、今、丸山議員からも答弁がありました

けれども、チェック機能等々を働かせながら、現在の財政状況までもち直してきた。当時のかなり

厳しい状況からもち直してきた状況もあるということも事実だと思います。22 人になって、それが既

存するということはないんじゃないかということについても、実は根拠というのがなかなか見出せな

い。むしろ、今、24 人でここまでもってきているということもありますし、これから財政規模も膨らん

でいる、需要なんかもかなりあって、ただ財政を立て直せばいいというだけじゃなくて、議員の仕事

とすれば政策提言というものも必要になってまいりますし、実際それをどういう形で市民に所得再

分配的なものもあれば、あるいは、多様なマイノリティーの方々を救済するという問題もあったりと

か、いろいろな政策提言も必要になってくるので、そういうバランスなんかも考えなければならない

と私自身は思っているところなんですけれども、コスト削減ということをとっても、議員、あるいは、

議会が果たしてきた役割は非常に大きかったなと私は思っています。 
 私自身も記憶に新しいのは、地下駐輪場の整備費を行政側から提案されてきたときには 35 億

円というのが出てまいりましたけれども、実際議論して、ちょっと方式を変えさせてもらって 20 億円

にしたという話もあったりとか、直近でいえばリサイクルセンターの問題なんかも、これも議会で私

なんかはかなりきつく言わせてもらって、規模が大き過ぎるんじゃないかということで、最大の上限

がかなり大きくなって 75 億円とかというところから 65 億円まで下げたとか、数億円、十数億円とい

う単位でチェック機能を果たしている、コスト削減も果たしてきているというのもあったりとか、削減

だけじゃないです。さっき言ったように、教室棟を設置させるという役割なんかも議会が果たしたり

とか、いろんなことを果たしてきているということが今の 24 人の実績だったり、到達点なのかなと思
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うわけで、実際、質とかはなかなかはかれる部分じゃないとは思うんですけれども、今の議会で果

たしてきた役割も大きいということもぜひここではっきりさせておきたいということです。 

150 ◯23 番（尾澤しゅう君）  質問は求められていなかったのかもしれないですけれども、これま

で議会が果たしてきた役割というのは、同じように、大きいとは思っております。ただ、今回の提案

において、その役割が減少するということは我々としては考えていないということが趣旨でござい

ますので、答弁としてはそういう形になります。 

151 ◯４番（中山ごう君）  私が休憩前に、質疑があるということで手を挙げた視点の中にかかわ

ってくる部分も今、幸野議員との質疑があったので、その関連もしながらちょっとお聞きしていきた

いんですけれども、財政規模と議員がチェックするべき事業の量なんですけれども、端的に見やす

いのは、やはり事務報告書だと思います。事務事業が全て載っているわけです。事務報告書は

年々厚みを増している、ページ数がふえています。同じ事業を５年、あるいは、10 年にさかのぼっ

て見ていくと、事務報告書に載っているページ数はどんどん広大になっているんです。それだけ、

先ほど財政規模の視点で幸野議員が触れられていたように、財政規模がふえることによって事務

事業もふえている。そうであれば、私たち議員がチェックすべき事項はふえていると私は思ってい

るんです。しかし、相関関係というのはなかなかわからないという答弁がありましたけれども、その

事務事業がふえている、事務報告書がふえているという点では、そこはどうお考えですか。 

152 ◯23 番（尾澤しゅう君）  事業報告書を見ると事務事業自体がふえているということは、それ

は確かだと思います。しかしながら、相関関係というところでは、逆に、その事務事業がふえている

というのは、いってみれば、市民に対する行政サービスをふやしているということになります。それ

が何なのかといえば、全てが全てではないかもしれませんが、それこそここにいる議員が政策提

案をしてきた結果だと思っております。それは逆にいえば、今後も質の向上を図っていくことによっ

てふえていくというのと同じ、鶏が先か、卵が先かという話につながってしまうかもしれないですけ

れども、堂々めぐりかもわかりませんが、これは逆にいえば、議会が個々の議員がしっかりと質を

磨いて、さらに、事務報告書の事務事業という意味では、ますますふえるものもあれば、逆に、ここ

は事務というものが常にふえるだけでなくて、今後は一定整理していく方向性があるとか、そういっ

た議論の内容というものも今後は求められてくるであろうと考えると、事務事業が単純にふえてい

るから議員の人数も必要だということは、なかなか言うことができないのではないかと考えていま

す。 

153 ◯５番（丸山哲平君）  補足です。今、中山議員より事務報告書が物理的に厚みがかなり増

している、これは事実だと思います。この結果、我々のチェックする仕事というものがふえて、それ

は今の人数以上、あるいは、今の人数から減らすということは対応できないのではないかというお

話でございました。しかし、それは要因として、事務報告書の見やすさとか説明のわかりやすさと

いうものもまた一方で追求されている。それがゆえに、丁寧に説明をされているから厚みを増して

いる部分も当然あるわけでございまして、単純にページ数がふえたから処理するものがふえたと

いうことでは、まずはないであろうというところと。あとは、財政規模と私が先ほど相関させるのが
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難しいのではないかと申し上げたのは、そこの北口の事業であったり、先ほどお話もありましたリ

サイクルセンターとか、その単年、単年でかなり金額が大きいものが動くところがありますので、そ

ういったものを勘案すると、そこに合わせて毎年検討するということになった場合には、かなり変動

が出てきてしまうんだと思いますので、そういった意味では、強い相関関係をそこで見るということ

は余り適切ではないのではないかということであります。 

154 ◯４番（中山ごう君）  今、後段、丸山議員が答えられましたけれども、しかし、その前段では

尾澤議員が行政サービスがふえているということをお認めになっている。厚みが増しているという

のは一概的な面であって、実際に本当にどういうふうにふえているのか、本当にふえているのかと

いう面はやはり調べないとわからないわけです。調べた上で相関関係が出てくるかもしれないし、

調べた上でも出てこない、相関関係がないんじゃないかという結論に至るかもしれないんですけれ

ども、しかし、まだそういう細かい分析は今していない中で、この議員定数を削減するという条例が

提案されているわけです。それからすれば、やはりきちんとそれを分析していく時間をとるというこ

とが、私はやはり大事だと思う。 
 私が事業がふえているというのは、子どもの分野でもそうですし、認可保育所の件、子ども・子育

て支援新制度が始まって、市の権限、市の監督する場面というか事業対象がふえている。介護保

険でも地域密着型、その認定が東京都だったのが市に下りてきている。これだけじゃないですけ

れども、こういう条例の数から見たって明らかにふえているわけです。例規集も厚くなっていってる。 
 そういうことを含めて、もっと多面的なことも含めて、今の行政、議員がチェックするべき行政の仕

事がふえているのか、ふえていないのかというのをしっかりと検証した上で、議員の定数をどうす

るのかという結論に至るべきだと私は思うんですが、いかがですか。 

155 ◯５番（丸山哲平君）  先ほど言葉足らずで、尾澤議員の発言を私はそうではないと言った

意味ではなく、そういったことも当然踏まえた上で、さらにそういった厚みの要因としてはいろいろ

なものがあるであろうと。さらに言えば、私どもは現行の今の 24 人体制でしっかりチェックすべきは

チェックしていると、このように思っているわけであります。そして、22 人に適正化を果たした後も、

それは果たし得る。それは過去の前例というところから見ても、また、今後のところの展開というこ

とを考えても、見得るのではないかということでお答えをした次第です。 

156 ◯４番（中山ごう君）  今、私はきちんとした分析というのが必要だという点は、今、答弁をお

聞きしていても、やはりぬぐえない。提案者の見解はある。でも、私の見解もある。それが実際上

どうなのかというのは、それぞれの問題意識を出して、その分析した上でないとわからないわけで

す。実際上どうなのか。それを今回の議員定数削減の動きというのは、そういう議論をする場がな

く進んでいるというのが大きな問題で、その点でいえば、市民の立場からもちょっとあるんです。 

157 ◯９番（幸野おさむ君）  今、事務事業の数とか例規集の話なんかも出ていましたし、丸山議

員からは、財政規模のことでの答弁もあったので、事実関係だけ整理しておく必要があるかなと思

って質疑させていただきたいと思うんですが、リサイクルセンターとか北口の事業で、毎年変化が

あるんじゃないかというお話なんですけれども、さっき、大きな変化があったという話をしているん
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ですが、基本的には、実質収支は黒字なので、歳出というよりはむしろ歳入の規模が膨らんでい

るんですね。一般会計の話をさせていただいているんですけれども、歳入の規模が財政規模に基

本的になっているわけです。なので、そういう意味では、歳出のほうで大きく変わっているわけでは

実はないんですね。ここだけ事実関係なので、一言言っておきたいと思います。だから、財政規模

全体がかなり、ここ数年については非常に膨らんでいる。これは市税だけじゃなくて、国からの補

助金だとか都からの補助金なんかの歳入が入っていますから、そういうことで膨らんでいる。そう

いうことでいえば、需要なんかもかなり広がっているということが事実関係として言っておきたい。 
 関連して、事務事業の量だとか例規集の量に関連して、厚さという話を今、されていましたけれ

ども、私は数を調べていますので事実関係だけ言っておきたいと思うんですが、事務事業の数、

2005 年度には約 650 です。約というのは、私が自分自身で計算したので、バーッと計算した中です

から、正確かどうかと言われると、行政側の資料で出ていないので、自分自身で調べた数としたら

2005 年度は約 650 で、2017 年度は約 690、40 の事務事業がふえているんです。 
 条例については、2005 年度まで調べなくて 2007 年度ですけれども、約 200 です。それが今年度、

平成 30 年度は 230、30 の条例がふえている。事務事業数が 40 ふえて、条例数が 30 ふえている。

これは条例数と事業数だけ言いましたけれども、連なって規則だとか要綱・要領というものもふえ

ていますし、あわせて、この条例に基づいた、例えば基本計画だとか実施計画だとかガイドライン

等々、かなりいろいろな市の計画や方針というのがあって、それをつくり上げるという観点でいえば、

それこそ条例だけでいえば 10 年余りの間そういう形でつくり上げてきた、これは新設だけではあり

ませんから、改廃なんかも含めてそういう形で議会が携わってきた。つくったら終わりじゃなくて、そ

れを改正するという話もあるんですけれども、運用するということも必要になってきて、運用する観

点からいえば、30 という話じゃなくて、条例全体 230 というものを我々自身は理解もしながら、深め

ながら、行政側に対して対峙しなきゃならないし、市民からの意見もくみ取らなきゃならない。 
 こういう状況に約 10 年間の中で変化してきているというのは、非常に大きな要素だろうと私は思

っているので、やっぱりこういうことは、今、中山議員も言われたように、考慮しないという形で今回

の議員定数の削減が出されているということ自体が、私にもちょっと理解ができないんです。他市

との比較だけしか出ていないわけです、データ的なことで言えば。そういうことが行政の内部であ

ったし、議会としてもそれにコミットしてきたし、そういうことをこれからも我々、今は 24 人ですけれ

ども、24 人でやっていかなきゃならない。別にふやせと言っているわけじゃないんです。業務量が

ふえている中で、24 人であったとしても非常に守備範囲が広くなっているし、やらなきゃならない必

要性が高まっているし、皆さんが言うように、質を高めていかなきゃならない立場に我々はあると

いうことなんだと私は理解しているんです。それが 22 人になれば、余計にそれはまたそういうこと

になって、本当に多様な意見が集約されていくのかという不安、懸念材料にもつながっていくよう

なぐらいの変化がここ 10 年にあったんです。当時は 26 人でやっていたわけですから。今、24 人で

そういう規模の業務をチェックしなければならない、政策提言もしないかなきゃならない、人口もど

んどんふえている中で民意をくみ取っていかなきゃならないし、マイノリティーとか細分化されて、

いろいろな方々の声を聞いていかなきゃならない、地域なんかもそうですけれども、そういうことが

求められているということからいえば、その段階でも質は高められている。人口がふえてどういう形

になるかわからないですけれども、選挙で立候補したいという方もふえるかもしれない。 
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 それもそれで切磋琢磨しなきゃならなくなるような要因にもなるわけで、全体の状況を考えると、

国分寺市というのは、基本的には業務量も人口も増加トレンドにあるという中にあって、今、これを

削減するというのはむしろ逆で、今の水準が下がっていってしまうという方向につながってしまうん

じゃないのかという懸念があるということをお伺いしたいんです。 

158 ◯23 番（尾澤しゅう君）  幸野議員が今おっしゃっていました、この 10 年間の条例だったり事

務量の増加ということは、もちろんそのとおりだと思っております。ただ、今、24 人の状況でもでき

ている、そして、これからもっと大変になっていくから、この 24 人で維持して、さらに研さんを積んで

いこうという御趣旨が幸野議員の御質疑の趣旨だったと思っています。しかしながら、私どもとして

は、それでも 22 人で、より頑張って運営をしていこうじゃないかという動的な動機で提案をさせてい

ただいています。24 人で今でできる、また、これからさらに大変になってくるからこのままでいよう

でなく、さらに人数を少なくしても、さらに努力でこの部分に対応していこうという動的な積極的な変

化の姿勢ということで、今回の議会改革の一環として提案をさせていただいているということです。 

159 ◯９番（幸野おさむ君）  今のことに関連してお伺いしたいことがあるんですが、議会としては

そういう形でふえている中で、今、動的なというお話もあったんですが、議会の受け皿としての体制

としても影響が出てくる、24 人から 22 人になると影響が出てくるんじゃないかと思っていて、これも

全員協議会でも一定、話があった話なんですが、委員会数がどうなるのかという話なんですね。予

算規模がふえて条例数がふえたりとか、人口もふえたりして、さまざまなニーズ、テーマというのが

出てくる中で、そういうことの受け皿として、４委員会で 24 人、議長も委員として入っていますから

24 人、４委員会各６人という形で運営しているわけですけれども、通常一般的に、多角的な角度で

委員会審査をするという形でいうと、専門家の話だとか資料なんかを見ると、７人から８人が必要

なんじゃないかと言われているんですけれども、しかし、事務量が多いということなんかも含めて、

今、４委員会で各６人で取り組んでいる。これが 22 人になると、３委員会にならざるを得なくなる可

能性が高くなるんじゃないかと思うんですね。 
 それが今の関係でいくと、動的にということで質の話でということでは言うとは思うんですけれど

も、実際には、審議の時間の問題であるとか、あるいは、テーマを絞らざるを得ないとか、そういう

ことが議会の中で出てきてしまうんじゃないかという懸念があるんですね。全員協議会では皆さん

方、それはそのときの話だというふうにおっしゃるんだけれども、やっぱり今のこういうトレンドを踏

まえて考えると、ここはむしろ委員会数だとかを減らすということは、議会としてのチェック機能には

大きな影響が出てしまうんじゃないかと私自身は考えるんですけれども、それについてはいかがで

しょうか。 

160 ◯23 番（尾澤しゅう君）  全員協議会のときの答弁ではなくて、意見というか発言の中でさせ

ていただいているところでありますけれども、あくまで今期に関してもそうですけれども、議会の改

選後にどのような委員会運営をしていくのかというのが大前提、つまり、22 人になった場合に、改

選後のメンバーでどのように議会運営をしていくのがよりよいのかというふうに決めるのが一番、

大前提として申し上げておきたいと思います。 
 その上で、今も７から８人というような識者の発言の部分だけを切り取るとすれば、現在も６人の
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中でしっかり慎重審査しているというふうに思っています。それは幸野議員も含めてのことだと思っ

ていますけれども、これが逆に言うと、委員会の構成がどうあれ、そこはまた元に戻ってしまうんで

すけれども、一人一人の質が向上していくことによって、その人数によって、要は議論の形が決ま

るということではないと思います。その議員個人の視点、意見によって議論の中身ということは、私

は委員会の中では大きくかかわってくる要素だと思っておりますから、それが逆に、人数が多けれ

ば、７から８人であればよりいい議論ができるというような担保も逆に存在し得ないわけなので、よ

り、私たちとしては、質の向上をかたくなに追求していくということが最終的には議会の審議の場で

も重要になってくるであろうということであります。 

161 ◯議長（木村 徳君）  この辺の議論は全員協議会で結構されていますので、先ほども御注

意申し上げましたけれども、重複がないように御発言いただければと思いますので、お願いしま

す。 

162 ◯９番（幸野おさむ君）  これで意見として私も終わらせていただきたいと思うんですけれども、

先ほど数字との絡みでは、全員協議会の中では質問していないんですけれども、かなり詳細な数

字も先ほど紹介させていただいた上で、そういう意味では、４委員会というのが妥当なんじゃない

かという私の意見を述べさせていただきました。私は数値とかデータというのは、それが全てだと

言うつもりはないんですけれども、この間の国分寺市の状況、市議会の状況というものを踏まえた

上では、そういうことを担保していくということが必要なんじゃないかというふうに述べさせていただ

いたところで、残念ながら、今、尾澤議員からの答弁の中では、そういう数値的な部分は、先ほど

からもそうなんですけれども、ちょっとお伺いすることがなかなかできなくて、根拠たるものがなか

なか見出せない。気持ちはわかるんです。質を上げたりとか、精神的な思いはわからなくもないん

ですけれども、私自身も当然そういうことは思いながら取り組ませていただいているんですが、実

態として今の国分寺市が置かれている状況だとか、発展している関係の中にあって、何ゆえそこ

の 22 人なのか、あるいは、弊害についてどう考えているのかというのがやはりお伺いできなかった

のは残念だなということは、この場で述べさせていただきたいと思います。 

163 ◯４番（中山ごう君）  議員の質の向上の点がこの間ずっと質疑でされているわけですけれ

ども、個人の質の向上というのは、どこまでも向上し得るという考えなんでしょうか。 

164 ◯23 番（尾澤しゅう君）  ちょっと哲学的になってきているかと思うんですけれども、それは、

まさに個人によるんだと思います。 

165 ◯４番（中山ごう君）  そうですよね。私も個人によると思っていて、どうしても人だからこそ、

そこに限界はあると思っています。その限界を伸ばす努力はするにせよ、限界はあると思う。その

限界を伸ばす努力といっても、それがすぐできるのかといえば、すぐできる人もいれば、そうでもな

い、時間がかかってしまう人もいる。それは個人だから、それを責めるわけじゃなくて、人というの

はそういうものなんです。私はそう思っていて、だからこそ、人の数が重要なんだという思いで質疑

をしているわけなんです。ということで、次にお聞きしたいことがあるんですけれども、何か答弁あ
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りますか。 
 議会の定数というところなんですけれども、そもそも、自治基本条例もあるように、主権者は市民

なわけですよね。主権というのは、政治を決める最終的に決定をする権利なわけです。それの代

表者が私たちなわけです。ということであれば、端的にお聞きすれば、議員の定数を減らすという

ことは、その市民の権利をそぐことになるんじゃないかと私は思うわけです。その点についていか

がでしょうか。 

166 ◯５番（丸山哲平君）  別段、投票権を制限するものではないので、権利をそぐものには当た

らないと思います。 

167 ◯４番（中山ごう君）  いや、投票行為のことではなくて、市政のあり方、その決定というとこ

ろに市民を参加をより多く担保していくんだ、市民と一緒に決定していく、市民自治を目指すんだと

いうのがこの自治基本条例の精神、前文に書かれてあるわけです。そういうことからすれば、それ

が書かれていて、そして、それを最終的に決定するのは議会ですよね。議員の権限、議会の権限

になるわけです。その議会の権限を行使する議員の人数が減るということは、その主権者たる市

民……。というのは、私はさっきから申しているように、個人には限界があって、市民の声を聞くと

いうのも個人個人で限界があると思っているんです。その限界がある中で、より多くの市民の声を

反映させるには、やはり人数が必要だと。人数がいるからこそ、より多くの市民の声を議会に反映

できると考えている中で、議員の定数を減らすということは、市民の主権、権利、最終的に政治を

決定する権利をそぐことになるんじゃないかというふうに思っているわけなんです。 

168 ◯23 番（尾澤しゅう君）  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

169 ◯５番（丸山哲平君）  今、中山議員がおっしゃった論に仮に基づくとなると、落選があって

はならなくなってしまうと思うんですね。何でかというと、今、市民の意思が、当然に市民の方が投

票という行為を通して立候補者に対して投票行為を行う。現行の 24 人においても、当然に過去の

これまでの実績で見れば、それ以上の人数が立候補されていて、その場合に、残念ながらといい

ますか、24 人のうちに入らなかった候補者もいらっしゃる。当然に、その方に投票された市民の方

もいらっしゃる。では、その方々に投票された市民の主権というものがそがれているのかというと、

そういうことではなく、そういうニュアンスでとってしまったので、違うのであればまた教えていただ

きたいんですけれども、後段のところで、人間には限界があるというお話については、おっしゃると

おりだと思います。 
 ただ、現状の我々が今いる場所が限界にいるのか、限界に当たるのかというところは、私は、必

要というものはやはり創意工夫というものを生んでいく、我々の人数というものを適正化していく、

確かに厳しい要求だと思います。負荷もかかってくる。そうした状況において、しかしながら、やる

べき仕事の量というものは変わらず、状況としてはふえている状況にある。まさに必要性があるわ

けですね。そういった中で、我々はもっとそういった状況に置かれることで、それは先ほど外的な
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環境でいいのかという御発言もあったんですけれども、私は、人というものは、そういったものも含

めて必要性というものに応じて創意工夫が出てくると思いますので、まだまだ私どもはその余地は

ある、だからこそ、22 人という数値は求められるというふうに考えています。 

170 ◯23 番（尾澤しゅう君）  先ほど丸山議員の前に私のほうで答弁したことなんですけれども、

ちょっと趣旨をうまくつかめないまま発言したというふうに思いますので、発言取り消しをお願いし

たいと思います。 

171 ◯議長（木村 徳君）  ただいま、尾澤議員から発言取り消しの申し出がございましたが、こ

れを認めることに御異議ございませんか。 
               （「異議なし」と発言する者あり） 

172 ◯議長（木村 徳君）  御異議なしと認めます。 

173 ◯４番（中山ごう君）  丸山議員とのところで、選挙で落選者が出ることによって市民の権利

がそがれるということを私は申しているつもりじゃなくて、当選した後の話なんです。当選した後の

話でいえば、今、24 人として、その 24 人ができ得る限り市民の声を反映させて、議会の権限の中

でいろいろ判断していくわけです。その面において言えば、22 人に減るということが、さっき限界を

認めていただいたように、限界があるわけだから、数が減ることによって市民の声の反映が少なく

なる。だから、その面において、市民の主権がそがれることにつながるんじゃないか。 

174 ◯５番（丸山哲平君）  今、中山議員がおっしゃられた、限界があるというところは私も認める

という旨を発言いたしましたが、では、24 人が 22 人になることで、それが縮小される形になるのか

というと、先ほど私が後段申し上げたとおり、我々はその必要性、また、求められるところに応じて、

まだまだやり得ることがそこで出てくるのではないか、やれる部分が出てくるという判断に基づけ

ば、私はそれは縮小はしない。先ほど、主権というおっしゃり方をされたので、市民の声ということ

なのかなというふうに理解したんですけれども、その点においては、私どもは決して縮小する、マイ

ナスになるということはないと、このように考えて提案をさせていただいています。 

175 ◯４番（中山ごう君）  やはり限界がある中では、数が減ることというのは、私は最終的な議

会の権限で議決をするという場面においては、市民の政治を決定するという主権、この権利が、数

が減ることによってそがれるんだろうということは思うわけです。 
 視点を変えますけれども、市議会の議員の議席というのは、私は市民のものだと思っているんで

す。そういう思いの中で、これまで減らしてきた経過でいえば、陳情が出されて、その陳情が議会

運営委員会に付託されて、一定期間そこで議論されてきたわけです。その議論している期間の中

で、議会運営委員会の中に、私は市民の声が集約されていって、そのもとで議論が進んでいる。

つまり、その期間があることによって、一定の市民参加、市民のものである議席をどうするかという

ことに対して、市民の声が一定反映された後に議案提案という形で決定されている、そういうプロ

セスを踏んできていると思っているんです。 
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 ところが、今回は、経過の説明があったように、一度取り下げていただいたということはあるんで

すけれども、しかし、議案提案から始まっている中で、この市民の議席の数を決めるということに、

あまりにも市民の声、意見が反映していないままに決めようとしている。ここに私は大きな問題が

あると思っていて、やはり一定程度、市民の声を聞くような場を設けるですとか、そういう期間が私

は必要だと思うんですが、それは繰り返しですけれども、市民のための議席だからです。その点に

ついて、どうお考えですか。 

176 ◯23 番（尾澤しゅう君）  市民の意見はどうなんだというところでありますけれども、まさに

我々一人一人が市民の意見の集約でありますから、皆様の議論、そして、判断をもって判断して

いただければと思って提案をさせていただいています。 

177 ◯４番（中山ごう君）  そこで、この定数の問題については、問題意識はあるんですけれども、

実際にどう変化を、減らすだとか、あるいはふやすということでもいいんですけれども、議員定数を

変化させるということについては、提案者側は長く問題意識があって、その視点に立って市民の声

を聞いていたということだと思うんですけれども、私たちはそのことについて、市民に問いかける時

間がないわけです。提案を受ける側として。先ほど星議員は７人だとおっしゃっていましたけれども、

時間がないから７人にしか声をかけられなかったわけです。こういう状況の中で決めるのではなく

て、それぞれ議員がいるわけですから、その議員がちゃんと市民の声を確認する。市民の声を受

けた上でこの議員の定数をどうするか、今回は削減ですけれども、削減することの結論を得るべき

だと私は思うわけです。その時間をやはりとっていただきたい。市民の声を聞く時間をとっていただ

きたい。そのことを求めたいと思う。 

178 ◯５番（丸山哲平君）  今の御質疑のところでございますが、やはり議員の定数というものは

議会の議決に委ねられているところでございまして、そういった意識というものは、今回、議案を出

させていただいたからということではなく、我々の考え方としては、逆に言いますと、今後、常に持

ち続けて問うべきところであろうと、このようには理解をしておりまして、かつ、これまでの経過のと

ころで、いろいろと御意見はあろうかとは思いますが、我々といたしましても、現状の判断の中で、

でき得る限りの時間のとり方ということはさせていただいたと思いますので、今回の提案をもって

進めさせていただくということは、我々としては適切であると、このように考えています。 

179 ◯４番（中山ごう君）  それは提案者側の理由ですよね。なぜこちら側が時間がないんだとい

うことを受けとめてくれないのか。提案を受けた我々は時間がない、市民の大切な議席を減らすと

いう提案がされている中で、市民の声を聞く時間がない。その時間を確保してくれということを求め

ているわけですけれども、いやいやそうじゃなくて、議決は議会で決めるものなんだから決めてし

まうということなわけですよね、今おっしゃったのは。 

180 ◯議長（木村 徳君）  中山議員のおっしゃっているお気持ちはわかりますが、通常の議案

なんかでも定例議会のちょっと前にそれがわかって、通常、議案送付というのは招集日の１週間

前に送付されていますので、かなり市民の声を聞かなければいけない議案というのもたくさんあり
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ますけれども、市民の声を聞く時間がないからといって、市長側が提案をされた議案が継続になっ

たり、先送りになったということはないということも一方では御承知されているかと思いますので、

その辺は、提案者側の御意向というのは今、示されておりますので、それはそれとして受けとめて

いただいた上で御発言いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

181 ◯４番（中山ごう君）  指摘で終わりますけれども、その点でいえば、行政側から提案される

のは非公式であれ議案説明という場があって、そこで一定程度示されて、そこからの期間がある

わけです。今回は同じ日にあったわけですけれども、しかし、議員の定数を削減するというのは、

私は先ほどから何度も申しているんですけれども、やはり市民の議席であると私は考えている。な

ので、通常の議案も市民の声を聞くのは大事ですけれども、やはりそれ以上にきちんと市民の声

を集約させた上で結論に臨むことが必要だと私は思う。それが、過去は陳情があって、議会運営

委員会で議論される中で集約できていたと思う。しかし、今回は議案提案から始まっているわけだ

から、その期間は、極端に過去の例に比べれば短いわけです。そこで、そのために時間が足りな

い、もっと市民の声を聞く時間が欲しいと言っているわけですけれども、全く平行線なわけですよ

ね。私から言わせれば、市民の議席と思っていないというふうに言わざるを得ない。平行線のまま

変わらないでしょうから、平行線ですから。ということを指摘させていただきたいと思います。 

182 ◯議長（木村 徳君）  御質疑の御用意は、まだ結構ございますか。今、また違うテーマで御

質疑されるということですよね。あとどのぐらいありますか。 

183 ◯４番（中山ごう君）  これで最後です。 

184 ◯議長（木村 徳君）  これで最後ですね。了解です。 

185 ◯４番（中山ごう君）  政治不信という点から質疑が一定ありましたけれども、なおの議員が

質疑された中で、国会のことを引き合いに出されていました。答弁者側から、完全に市議会に置き

かえられないとは思うとありました。国会のことについては、まさしくそのとおりだと思います。 
 政治不信、何で不信になっているのかというところで、私は一つの要因として、市政の中でいえ

ば、市議会議員がどういう活動をしているのかかが見えてこないという市民の思いから、この市議

でいうところの政治不信、市政というところでの政治不信につながっている面というのはあると思っ

ているんですけれども、その点については、どのようにお考えですか。 

186 ◯23 番（尾澤しゅう君）  見えてこないというのは、物理的に見えないという見解ですか。確

認しないとなかなか答弁しづらいです。 

187 ◯４番（中山ごう君）  物理的もそうですけれども、市議会議員が何をしているかというのが

わからない、それ以外も含めてのことです。 

188 ◯５番（丸山哲平君）  具体的な例というところではありませんが、結論としては、そういった

面もあり、そういったお声というものもあろうかなとは思います。 



55 

 

189 ◯４番（中山ごう君）  それで、先ほどから私の観点からの問題意識からすれば、やはり個人

に限界があるわけです、認めていただいたように。個人に限界がある中で、市民に市議会議員の

活動を知ってもらうような活動は、我々は必要だと。しかし、それも含めて、やはり個人には限界が

ある中で、減るということは、市民にとってはさらに見えなくなるわけです。さらに政治不信につな

がる、そういう点なんです。 

190 ◯５番（丸山哲平君）  若干繰り返しにもなってしまうんですが、限界があるという点は認め

るということは申し上げましたが、では、今が限界なのかというと、我々はまだまだ外的な要因とい

うものを使う。また、我々、内なる要因というものも、当然、常に求められるところですけれども、こ

ういったところで、さらに我々はやり得る余地があると考えていますので、今、中山議員が危惧さ

れている、今の状況で人数を減らした場合、市民からさらに遠くなるのではないかというところにつ

いては、我々はそうはならない、我々は必要性に応じて、さらに行動範囲を含めて広げることはで

きる、このように考えています。 

191 ◯23 番（尾澤しゅう君）  補足なんですけれども、恐らく政治不信というふうな他の議員から

の発言からすると、ちょっとその趣旨は多少、政治不信という言葉で中山議員が使われているとこ

ろを鑑みると、私としては、発言の趣旨とは多少違うのかなとも思いながら、政治不信というものが

見えないから、直接的に政治不信につながっているというところではなくて、よりよい判断を市民は

求めている、よりよい行動を求めているというふうなことに置きかえられる。つまり、それを求めて

いるのが市民だと。よりよい判断、よりよい行動を議員にはさらにしていっていただきたいというこ

とのあらわれだというふうに考えておりますので、私どもとしてはそういう考えです。 

192 ◯４番（中山ごう君）  今、政治不信についてそれぞれの見解を述べたように、いろんな面が

あるわけです。ただ、目指すべきところは政治不信というのを解消していく、これは絶対同意できる

ところなわけです。そうだとすれば、政治不信が何から起きているのかということも分析した上で、

私はそれが数にかかわると思っていますので、そういったことも分析する時間というものも必要な

わけです。こちらがさっきから言っているように、数がそれにかかわってくると私たちは思っていま

す。そちらは、そうではないと言いますけれども、じゃあ、本当にいろんなデータを調べて、いろん

な市民の声を聞いて、それがどう結論になるのかというのはわかりませんけれども、その結論、目

指す過程というのは、市議会の議員定数を変えるというのであれば、そのプロセスが私は非常に

大切だと。だから、時間がやはり欲しいわけです。 

193 ◯16 番（なおの克君）  私の先ほどの発言の部分的なところを捉えて質疑がされております

けれども、私は直接的に政治不信というふうには申し上げていなくて、投票率が下がっているとい

うのは、議会に対する信頼度のあらわれだというところは申し上げましたし、政治の枠組みという

観点で見れば、厳しい目が向けられているという表現の仕方をしました。一方で、信頼度というの

は、当然、逆を言えば期待度のあらわれであり、議会に対して今、何が求められるか。私の意見と

しては、議会改革のスピード感が求められていると。その一つの答えとして、議員削減というのは
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答えの一つであろうという私の意見を述べさせていただきましたので、私の先ほどの発言を使って、

政治不信等々のやり取りをされているというのは、やめていただきたいと思います。 

194 ◯４番（中山ごう君）  私がなおの議員のところを捉えたのは、国政の世論調査に触れられ

ていましたので、それについて提案者が答弁した内容で、私も直接当てられるものではないという

ことで一区切りしたつもりなんです。それとはまた別の角度から、誤解を生むようでしたらそこは気

をつけます。失礼をいたしました。 
 やはり時間が欲しいということに対しても、それさえも受けとめてもらえないというのが今、質疑を

していて明らかになっていて、さっきから繰り返しで、最後、指摘で終わりますけれども、こういう議

員の定数を削減するという問題に対して、もっといろいろ調べる、調べるというのは、いろんな面を

今、私は言いましたけれども、そういう時間が欲しいと言っているにもかかわらず、それさえも否定

をして、そして、この場で結論を得ようとする態度は、繰り返しになりますけれども、いわゆる市民

の主権を減らそうとしている流れ、民主主義への攻撃だと私は言わざるを得ないし、それによって、

私は市民の権利は大きく傷つくことになるというのは、私の指摘として終わりたいと思います。 

195 ◯議長（木村 徳君）  以上でよろしいでしょうか。 
                （「なし」と発言する者あり） 

196 ◯議長（木村 徳君）  それでは、以上で質疑を終了いたします。 
    ────────────────── ◇ ────────────────── 

197 ◯議長（木村 徳君）  これより討論に入りたいと思うんですが、会派内の調整や打ち合わせ

等でお時間必要ですかね。一定時間もたっていますので、暫時休憩という形にさせていただきま

す。 
 議長としては夕食休憩をとる予定はございません。一定時間の休憩の後、直ちに討論を開始し

て終了を迎えたいと、このように考えておりますので、御了承をお願いいたしたいと思います。 
 それでは、暫時休憩いたします。 
                   午後７時 52 分休憩 
 
                   午後８時 40 分再開 

198 ◯議長（木村 徳君）  会議を再開いたします。 
 これより討論に入りますが、２点ほど、私のほうから御注意を申し上げたいと思います。まず討論

につきましては、今の休憩の時間中に皆様に、各会派にお願いさせていただきまして、各会派の

代表の方に討論していただくという形で集約をお願いさせていただきました。そうしましたところ、

国分寺政策市民フォーラムだけ賛否が会派内で割れているということですので、賛成、反対それ

ぞれの代表者が討論を行うということで御了解いただければと思いますので、よろしくお願い申し

上げます。 
 続きまして、討論の順番に関してなのですが、会議規則の第 51 条には、討論については最初に
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反対者、次に賛成者と反対者をなるべく交互にという規定が定められておりますので、その原理

原則に従いまして順番に関しましては、先ほど申し上げた国分寺政策市民フォーラムに関しては２

名に分かれているということであらかじめお聞きしておりますので２名扱いということで、あとは人

数順ということで反対のほうから順番で大きいところからということになりますので、御承知おきい

ただければと思います。 
 それでは、討論を始めたいと思います。まず、初めに国分寺・生活者ネットワーク、高瀬議員。 

199 ◯１番（高瀬かおる君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正

する条例について、これに対して反対の討論をいたします。 
 そもそも議員定数については、各自治体の判断によって条例に定めるものです。検討に当たっ

ては、他の自治体との比較は参考にこそなりますが、むしろ国分寺市の人口の推移や目指す議

会のあり方など国分寺市ならではの現状を考慮し、導き出すものと考えます。近年、地方分権が

進み自治体の権限や役割がふえ、また地域課題も複雑化していることから、地方議会における役

割もますます大きくなっています。特に人口がふえ続けている国分寺市において議員定数を減ら

すということは市民の意見反映の幅が狭まり、市民の権利を縮小することになります。国分寺・生

活者ネットワークでは、議会としても多くの市民と対話し、議会への関心を持っていただくことで市

民自治を広げることを大事にしていきたいと考えます。そのことが行政に対するチェック機能を高

め、市民と向き合う議会の質の向上につながると考えます。 
 そして市民の一人一人の置かれている状況や考えがそれぞれ違うように、議員もまたさまざまな

信条や政策をもって活発に議論を交わすことが重要です。特に男女間や世代間などの課題、問題

解決のためにも多様性を反映する政治が求められています。このことからも、市民の代弁者であ

る議員が多いほうがより多くの市民の意向を反映できると考えます。逆に議員の数を減らすことは

民主主義の後退につながると考えます。 
 また、市民からの議員定数削減を求める声があるということについては、議会への不満や不信

感のあらわれと真摯に受けとめる必要があります。そしてこの市民の声に対して議会がなすべき

ことは定数を減らすことではなく、議会が市民にとって役立つものなのだという認識をしていただけ

るような取り組みと見える化だと考えます。議員の質は、選挙に関係なく常にレベルアップに努め

るべきことです。 
 さらに、今回の定数削減の提案に向けたプロセスについてですけれども、議員定数については

議会だけで決めるのではなく、市民や第三者も入れた検討委員会などを設置し、そこでの議論も

踏まえて決定していくべきと考えます。その前提として議会が市民から評価されることになります

が、今回議論する時間軸がない中では、今後の検討すべき課題としておきたいと思います。 
 また、議員定数を削減することで議会の生産性また効率化を高めるとの御答弁もありましたけれ

ども、経済的な利益を優先して経営する企業と、民主主義の重要な機関である議会を同等に議論

すべきではないと考えます。 
 最後になりますけれども、議員定数の削減は市民が議員として政治に参画する権利や機会を縮

小してしまいます。その結果として組織票のある候補者が有利となり、議会の多様性が縮小され

ることにつながることを懸念いたします。 
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 以上、さまざまな観点から意見述べましたが、これらのことを総合的に判断し、本議案には反対

いたします。 

200 ◯議長（木村 徳君）  続きまして、自民党新政会から本橋議員。 

201 ◯17 番（本橋たくみ君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正

する条例について、自民党新政会を代表いたしまして賛成の立場から討論させていただきます。 
 提案理由にも述べられておりましたとおり、国分寺市の議員定数の推移は昭和 39 年の市制施

行時に法定上限数の 36 人で始まりましたが、昭和 41 年に 30 人、平成２年に 28 人、平成 14 年に

26 人、平成 18 年に 24 人となり現在に至っております。また、議員定数については、かつては地方

自治法において法定数が規定されておりましたが、平成 15 年１月より法定上限数の範囲で自治

体みずから条例で定める条例定数制度とされ、さらに平成 23 年の改正において法定上限数も撤

廃されているところでございます。これは議員みずからがそれぞれ議員定数を考え、各自治体の

判断に完全に委ねられていることを意味するものでございます。私ども会派といたしましては、そ

れぞれの議員がそれぞれの活動を行っていく中で幅広く市民の皆様方から声を聞いていく中で、

この議員定数の削減の必要性について日々感じ、そして考えている状況でございました。また、さ

まざまな社会状況の変化、そして政治不信等の状況も鑑み、今回の条例提案の２減に対する賛

成を表明させていただくところでもございます。 
 私たちは能動的に、効率的かつ効果的な議会のあり方のあくなき追求をする上で、常にこの定

数のあり方についても今後も考え、そして憲法第 15 条にある公務員は全て全体の奉仕者である、

そうした精神にのっとって子どもたちから高齢者、そして障害の有無、性別に関係なく、多様性、多

面的な角度からしっかりと市民の信頼を得るような努力を不断に続けることの決意を申し上げさせ

ていただきまして、賛成の討論とさせていただきます。 

202 ◯議長（木村 徳君）  続きまして、国分寺政策市民フォーラムの反対討論をされる方はどち

らになりますでしょうか。 

203 ◯８番（及川妙子君）  国分寺政策市民フォーラムの及川妙子です。会派で賛否が分かれて

おりますので、私は星議員とともに反対の立場で討論いたします。 
 本議案については、一度取り下げがあり、全員協議会を開くなど短期間でいろいろと経過はあり

ましたが、私は今回のやり方については本当に残念であると言わざるを得ません。私は、国分寺

市議会はこれまで公平公正な議会運営、慎重審議が行われてきており、そのことを誇りに思って

おりましたが、今回のやり方については半ば強引に提出した次の日に採決を行い、少数意見にも

耳を傾けることなく、何より市民の意見を全く聞かないまま、市民にとって重要な定数削減を一方

的に押し進めるやり方であり、私は今まで経験したことがありません。 
 私は、本来、議員定数については合理的な理由があれば削減することに反対ではありませんが、

今回の削減理由は切磋琢磨して質の向上を図るという精神論であり、全く根拠に乏しく、納得でき

るものではありません。また、数値の根拠についても指摘させていただきましたが、極めて恣意的

あり、心もとないと言わざるを得ず、賛成したくても反対せざるを得ません。苦渋の決断であります。 
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 議員定数の適正化というのであれば、堂々と十分時間をとって市民の意見を十分に聞き、審議

すべきであり、定数削減そのものが目的になっていては議論はかみ合いません。今後このような

ことが前例とならないように強く要望して反対討論といたします。 

204 ◯議長（木村 徳君）  続きまして、公明党から木島議員。 

205 ◯22 番（木島たかし君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正

する条例について、公明党を代表して賛成の立場で討論させていただきます。 
 国分寺市において定数が最後に改正された平成 18 年、26 人から 24 人になって 10 年以上が経

過しているところでございます。今日の状況において客観的に全国の議会、また他団体の動向、

近隣等の類似団体との比較、こういったものは大変に重要なことであると、我が会派は考えている

ところでございます。この点について現状、資料でも、またこの間の質疑等提案者の説明等でも明

らかなとおり、国分寺市議会が今回この定数を 24 人から 22 人にしていくことは適切な対応、また、

適正な対応であると、このように考えているところでございます。 
 議論でもございましたけれども、今後こういった 22 人になることによってチェック機能が低下する

のではないかという御懸念もございました。国分寺市議会はこれまでも、私が改めてここで言うま

でもございませんが、きょうのやりとりの中でも確認があったとおり 28 人から 26 人にしたとき、また

26 人から 24 人にしたときもやはり同様な、きょうと同じような指摘、議論が懸念される向きの議論

があったという記録も残っております。そういった中にあって、国分寺市議会はこれまで私たち自

身も一生懸命取り組む中でこういった課題を払拭し、克服してきたものであると、このように私たち

は強く自負しているところでございます。今後もこういった定数が適正かどうかをまた見直すことに

よって、今後も二元代表制の立場を踏まえた責任ある行動、これは何ら変わるものでもございま

せんし、執行機関とも一定の緊張感を持った相互に抑制、また均衡を図る上でのそういった議会

の体制、これは今後も決して何ら変わるものではない、このように確信しているところでございます。 
 また、財政面の観点からも一言申し上げます。国分寺市議会は、ここまでのきょうの質疑の中で

も確認されたとおり、財政状況は一定の改善傾向はありつつも、楽観できる状況にはないというこ

とも答弁、きょう提案者からも表明があったとおり、私たちもそのとおりの認識であると思っており

ます。また、事務量が近年増加傾向にある、こういった御指摘もございましたけれども、こういった

傾向はもちろん国分寺市のみならず、全国的な課題の１つなんだろうと私は思います。そういった

中にあって大切なことは、この傾向をしっかりと踏まえた上で、その事務事業一つ一つが本当に無

駄がないかどうか、無理が生じていないかどうか、こういったことを不断に検証し、知恵を出し合っ

て皆で汗を流してそういった課題を克服していく、こういったことがより肝要ではないかと、事務事

業を少しずつ見直していくという視点もこれから求められる議員の責務の１つであろうと、このよう

に感じているところでございます。 
 今回の提案はそうしたことも踏まえて定数を見直していくということで議会の改革をしっかりと進

めていくことに資する、また市民の信託にお応えすることにつながる大きな一歩であるという立場

で、私たち公明党は賛成の立場での討論とさせていただきます。 

206 ◯議長（木村 徳君）  続きまして、無会派（日本共産党国分寺市議団）から岡部議員。 
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207 ◯３番（岡部宏章君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正す

る条例について、日本共産党国分寺市議団の反対討論をいたします。 
 市民自治を目指す国分寺市において、主権者たる市民のための議席を削減することを決めるに

当たって、議会として市民の意見を集約していく機会も全くとらずに決めてしまおうとしていることに

抗議いたします。自治基本条例の第３条では、「市民と市は、主権者である市民の意思が生かさ

れる市政、市民の意思に基づいて自主的かつ自立的に運営される市政を目指します。そのため、

市は、知る権利を保障し、参加と協働を推進します」という基本理念があります。議会の運営の仕

方や議員定数のあり方も、当然この基本理念のもとに進めなければなりませんが、それを今回は

全く無視した進め方です。市民無視であり、市民の権利を一方的に奪うことであって、客観的に見

ても暴挙だと言わざるを得ません。市民の声を聞く機会を設けようとせず、市議会の中だけで決め

てしまおうという状況です。 
 その中においてさえ、質疑の中で議会の権限を果たす上での議員の数のあり方などについて、

さまざまな角度から必要な分析や検討する必要性を指摘し、その時間や機会を設けるように求め

たにもかかわらず、それは提案者側に受け入れられませんでした。提案者側に議会の中でのでき

る限りの広範な合意を得ようとする努力や姿勢が見られなかった中で採決してしまうことは、数の

論理だけで決めてしまおうということにほかなりません。 
 過去に議員定数を削減してきた際には陳情が市民から出され、その陳情を議会運営委員会で

時間をかけて議論する中で、市民の意見が集約された中での採決だったことと比べても、いきなり

議案提案がされ、市民の声を聞く場やさまざまな角度からの検討をせずに採決まで至った今回の

進め方の異常さは際立っています。 
 いつも削減派が言われる議員定数を減らすことで質をよくするということは、検証された試しがあ

りません。現実的な危険は市の人口が増え続けていること、行政の事務量もふえていること、市民

の価値観も多様化が進んでいることなどです。したがって、可能な限りこれらに見合って幅広く民

意を酌み尽くすとともに、行政のチェック機能を果たすにふさわしい議会が求められています。そ

の保障のために、これらの増大に見合って検討するということが最低限必要なことです。減らすこ

とで質を上げて対応しようとすることは根拠のない思い込みで、危険なことです。逆に少数意見の

締め出し、時の多数派の意向で事が決められるという危険をはらむことになります。 
 したがって、質疑したようにさまざまな角度から、そして市民の意見を聞きながら議員定数のあり

方は慎重に検討するべきであって、市民の声に対して真摯に向き合い、応えようとする議員の姿

勢が求められています。にもかかわらず、質疑で求めました市民の声を議会として直接聞く機会

や定数のあり方の分析、検討などの機会も提案者側に否定されたことは、全く同意できません。 
 以上、反対討論といたします。 

208 ◯議長（木村 徳君）  続きまして、国分寺政策市民フォーラムの賛成の議員から、だて議

員。 

209 ◯13 番（だて淳一郎君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正

する条例について、同様の立場である皆川議員の意見も酌んだ上で賛成の立場の討論をいたし

ます。 
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 今回の条例改正案については、国分寺市議会の定数が現状の 24 人となってから 12 年が経過し

た今日、議会のあり方を考える１つのタイミングであったと捉えております。昨今の、特に国会の場

においてはさまざまな不祥事、疑惑等が散見され、国民の政治不信をさらに加速させており、信頼

の回復には議員自身が身を切る努力、決断も必要となっております。議員定数の削減はその１つ

の手法でありますが、殊、国会においては 2012 年の衆議院解散に際し、当時の野田総理大臣と

安倍自民党総裁が党首討論で約束した大幅な定数削減は６年たった現在においても衆議院で 15
減にとどまっているどころから、政権与党は本年７月には参議院の定数をお手盛りでの６増を強行

したと、世論の理解を得られておりません。 
 そういった状況の中、国分寺市においてはこの国政与党の動きと逆行するがごとく、自民党系と

公明党会派の議員が提案者となって身を切る定数削減案を出したことについては一定の理解をし

たいと思います。提案理由の柱となっている切磋琢磨の上での議会の質の向上という点について

も、率先垂範の姿勢で進めていただくことを大いに期待したいと思いますし、この地方からの動き

が大きなうねりとなって混迷する国政をも是正していくことを望むところであります。 
 しかしながら、今回の議案の提案に当たっては、その方向性が我々に示されてから本日まで１カ

月足らずという大変短い期間で判断を迫られるものでありました。議会制民主主義の形を変革す

る内容である以上、本来であれば十分に時間をとって議会内での議論を深めるとともに、市民や

第三者機関の声を伺う機会もつくりながら、議会全体で結論を出していくべきテーマであったと考

えます。今後議会の構成などの重要な内容を検討するに際しては、同様なことが起こらぬよう少

数意見も尊重していただきながらの慎重な対応を基本に議会運営をすべきであろうと考えており

ます。 
 以上、議論の経過には一定の課題を残す結果となりましたが、先ほど述べた身を切る決断とい

う趣旨については賛同し、討論とさせていただきたいと思います。選挙でしっかりとチェックしてい

ただきたいと思います。 

210 ◯議長（木村 徳君）  続きまして、無会派（ここに幸あれ）の幸野議員。 

211 ◯９番（幸野おさむ君）  無会派（ここに幸あれ）の幸野おさむでございます。議員提出議案

第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論させて

いただきたいと思います。 
 議員定数のあり方については、国分寺市議会として、市議会議員として、国分寺市全体の状況

や国分寺市民の状況、国分寺市の状況、市議会の状況などについてさまざまな角度から多角的

な分析や検証が行われた上で導き出されるべきものであると考えております。しかし、今回の提案

ほどなぜ削減が必要なのか、なぜ削減しなければならないのか、はたまた削減後のメリットや削

減効果などといった立法事実がほとんど語られないまま提案された過去というのは、例がないの

ではないでしょうか。 
 一方で、提案者からはとかく削減することは市民が求める声だ、また議員の質を高めるためだと

いうことが強調されております。しかし本当に議員の定数を削減したことによってどのように市民の

願いに応えられる市議会になるのか、どうして議員の質が向上するのか、その結果どんな結果を

導くのかという道筋も語られてはおりません。 
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 私自身としては、議員定数のあり方については市議会のあり方や市議会議員の存在意義、そし

て日本国憲法が規定している二元代表制におけるチェック・アンド・バランスという観点においてど

うあるべきかということが論じられなければならないと考えます。その立場に立って検討や検証を

重ねてまいりました。そして、本日の質疑もさせていただいたところでありますが、その結果、本条

例案についてはそういった観点が全くないということから、到底賛成できるものではないという判断

に至りました。 
 以下、さらに反対の理由について詳細に述べたいと思います。そもそも国分寺市議会及び市議

会議員の仕事については、市民的にどんな役割が求められているのでしょうか。私たちは４年に

一度の選挙を通じて市民の皆様からの審判を受けますが、その選挙に勝つことだけが仕事なの

ではありません。確かに選挙で当選することが大前提なのは言うまでもありません。しかし４年に

一度の選挙で当選すること以上に、当選した後の４年間の議員活動の中で何を果たしてきたのか、

どのような取り組みをしてきたのかということこそが問われなければなりません。その中で何より求

められている議員の役割の１つは、選挙の際に掲げた公約を実現させるために研さんして努力す

るとともに、当選後の議員活動や議会での議論を通じて市民の皆様のさまざまな声を政策提言と

いう形で市政に届けるということであります。これは主に一般質問等を通じて実践されていますが、

一般質問の回数は年４回の市議会定例会の中で実際には３回であります。１回１時間、年間合計

時間数は３時間となっており、これでは足りないために委員会などを通じて必要に応じて補ってお

ります。これが、私たち市議会議員が果たすべき大きな役割の１つです。 
 そして２つ目は、日本国憲法が規定している二元代表制という考え方のもとで、強大な行政執行

権を行使している市長、行政側と対峙し、市政全体を監視、チェックしながら多様な民意を反映さ

せていくチェック機関としての役割があります。これは主に議員の地域活動や調査活動などをもと

に、委員会や本会議における質疑、資料請求、発言、議決、調査権などを行使してチェック機能を

果たしています。これらの時間や活動量についても、準備や議論の時間を含めて相当な業務量で

あることを強調しておきたいと思います。 
 これらの活動について、平成 27 年度の国分寺市議会議員研修会で講演された渡辺孝義講師は、

議会は市民の民意を鏡のように反映する住民参加の広場であると定義されましたが、まさにその

役割が国分寺市議会においても永続的に求められているのであります。したがって、議員定数の

あり方を考える際には、現在の国分寺市議会、市議会議員として政策提言能力やチェック機関と

してどのような課題があるのか、あるいはどのように改善していけるのかということが大前提として

問われなければなりません。 
 しかし、今回の議論を通じて提案者である自民党、公明党の定数削減案の説明や答弁の中に

おいては、現在の国分寺市議会が抱える課題や改善点について一切提示されることなく、またそ

の提案に込められた理念や目的についてもほとんど語られることがありませんでした。すなわち、

今回の定数削減案については削減の必要性や正当性、政策妥当性、有効性といった根本的な立

法事実がほとんど説明されていないのであります。なぜ今削減しなければならないのか、削減した

ことによって何が改善されるのか、全く説明がないままに提案され、議決を求めるというのは極め

て無責任であると考えます。 
 これらのことは、逆に言えば提案者として国分寺市議会、市議会議員の仕事を本当に理解して
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いるのか、はたまたその仕事を意識して実践されてきたのかという基本的な問題として疑わざるを

得ません。これからの国分寺市議会や国分寺市をどうしたいのかという基本的な理念や目的がな

いまま議員定数を削減してしまうということは、国分寺市政にとっても、国分寺市議会にとっても、

国分寺市民にとっても大きな禍根を残すことになるでしょう。改めて議案を撤回するよう強調してお

きたいと思います。 
 また、提案者が定数削減の根拠にされている資料のデータによると、関東１都３県プラス大阪府

における市町村類似団体の議員１人当たりの平均人口数が 5,573 人なので、ことし１月１日の国

分寺市の議員１人当たりの人口 5,070 人をこの平均人口と比較すると 22 名が適正だと主張されて

おります。すなわち、議員１人当たりが責任を負うべき人口について、前述の市町村類似団体の

議員１人当たりの平均人口と比較すると２人多いと主張されているわけでありますが、これは妥当

な比較で正当性があると言えるでしょうか。私はこの数字による比較については大きな違和感を

抱いております。なぜなら、この数字は比較対象範囲を変えたり、各自治体の人口が変化すること

によって導き出される結果自体が大きく変動するからであります。例えば提案者の提出資料の中

でただ１つだけ関西の自治体である大阪府の市町村が含まれていますが、大阪府全体としては

財政事情が非常に厳しいと言われており、この資料を見ても唯一定数が 10 名台の自治体があり、

１都３県と比べても明らかに少なくなっております。この大阪府の自治体を外して計算したとします。

その上で、人口の幅についても 10 万人から 15 万人という５万人単位のくくりではなく、11 万人から

13 万人以下という２万人範囲の市町村に焦点を絞って計算した場合について算出してみました。

これはなぜかというと、人口が多い自治体ほど議員１人当たりの人口が多くなっている傾向がある

からであります。例を挙げると、人口約 55 万人で議員数 40 人の八王子市では議員１人当たりの

人口が１万 3,806 人になっていることや、人口約 43 万人で議員数 36 人の町田市では議員１人当

たりの人口が１万 1,921 人になっていることからも、人口が多い自治体ほど議員１人当たりの人口

が多くなっている傾向が読み取れるからであります。これらの条件を再設定した上で再計算した結

果、対象自治体数は６自治体となり、その人口小計は 70 万 5,102 人、議員定数小計は 139 名とな

り、肝心の議員１人当たりの平均人口は 5,072 人という数字が導き出されました。ことし１月１日の

人口で計算した国分寺市の議員１人当たりの人口は 5,070 人であります。提案者が根拠にされて

いる資料のデータについて、より人口や地域的な条件が近い自治体数に焦点を絞って再計算して

みると、国分寺市の議員１人当たりの人口はちょうどバランスがとれている位置にあると言えるの

ではないでしょうか。 
 しかもここでさらに強調しておきたいことは、過去から現在に至るまでの国分寺市の人口は右肩

上がりに増加し続けているということです。そしてことしに入ってからも一層加速度的にふえ続けて

いる事実が存在するということです。提案者の数字はことしの１月１日現在の 12 万 1,673 人という

人口を利用されていますが、ことしの８月１日現在における市の人口は 12 万 3,241 人と、約半年余

りで 1,500 人以上増加しています。これを議員１人当たりの人口に当てはめると 5,135 人となり、私

が再計算した類似団体６自治体の議員１人当たりの平均人口 5,072 人よりも上回ることになります。

しかも今後の市の人口についても、市内における駅前整備や道路建設、沿道や近隣における用

途地域の変更やマンション開発、宅地開発などが行われている状況を考えると、人口の増加トレ

ンドが続くと考えられます。この人口が増加し続けることによって、例えば 13 万人になった際には
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国分寺市の議員１人当たりの人口は 5,416 人となり、私が再計算した類似団体６自治体の議員１

人当たりの平均人口 5,072 人よりも大きく上回ることになることも申し添えます。 
 しかし、提案者はこれらの人口や人口推計について何ら検証も検討もされない、加えないまま、

今回の提案がなされております。定数削減の理由として議員１人当たりの人口を理由にするので

あれば、過去から現在に至るまでの人口推移や今後の人口推計について検証結果や見通しを持

つべきことは、提案者として最低限行っておくべきことであります。国分寺市の人口推移や人口推

計について提案者が何ら見解を持ち合わせていないという時点で、この点においても無責任であ

ると言わなければなりません。 
 また、13 年前と比較して社会状況も大きく変わっております。ダイバーシティや多様性を尊重す

るという社会に大きく前進していますし、社会的な課題も多様化してきています。その中にあって

国分寺市議会においても、さまざまなテーマについて多様な角度で検討しなければならない時代

に突入しております。例えば性別の問題１つとっても、男女差別の是正だけでは不十分となってい

ます。ＬＧＢＴや性自認、性的指向等、性をグラデーションと捉えるという努力こそが求められてい

ます。また、地域においても、働き方についても多様化しておりますし、職種についても、世帯構成

についても高齢者、障害者、子どもたちの構成等も含めて多種多様な形態が広がっており、これら

の少数意見や多様な民意を吸い上げる役割が市議会には求められております。その点において

も、議員定数を削減してしまうということは、これらの住民とのパイプを狭めてしまうということにつ

ながると考えるものであります。 
 また、人口や市民の状況以外についても、我々国分寺市議会議員が責任を負うべき市政におけ

る財政状況や財政規模、業務量、事務量、条例数や規則数などといった数値についても検証や検

討を加えなければなりませんが、この点についても提案者からの見解が示されることはありませ

んでした。それでは、実際にこれら市政における事務量や業務量、条例数などについて、この間ど

のように変化しているのでしょうか。議員定数が 26 人だったころの 2005 年度決算データと、現在

の 24 人の 2017 年度決算データとを比較いたしました。まず予算規模については、人口の増加な

どに伴って市の税収も上がり、一般会計の財政規模は 2005 年度決算では 350 億円だったものが、

2017 年度には 513 億円と 163 億円増加しております。ただ、2017 年度決算については国分寺駅

北口再開発の清算金が数十億円含まれているため、2016 年度決算で見てみたとしても 460 億円

と、2005 年度決算と比較して 110 億円増加しております。2018 年度予算も 450 億円となっており、

2005 年度決算と比較して 100 億円増加しています。これだけ予算規模が大きくなるということは、

その分だけ我々市議会議員がチェックしなければならない予算の額が多くなるということであり、

市民からの政策提言も多数求められるということであります。 
 また、事務量や業務量についてはどうでしょうか。事務事業数については、地方分権一括法の

関連や地域主権政策、地方創生関連などの政策が進められてきたことによって、国や東京都から

多数の事務が国分寺市に移管されております。そのため、事務事業の数は 2005 年度の約 650 事

業から、2017 年度の約 690 事業へと 40 近くも増加しています。事務量の増加に伴い条例の制定

数も、改定数についても増加しています。条例数については独自で計算してみた結果、2007 年度

には約 200 だった条例数は、2018 年度には約 230 へと 30 本もふえております。これに加えて規則

や要綱、要領、方針や基本計画、実施計画、ガイドラインなどが連なってくるわけでありますから、
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その数の増加は著しいものがあります。これら全てについて、我々市議会議員は、多様な市民の

立場に立って真剣にチェックしなければならない役割が課せられているのです。 
 これらの責任の度合いについては、他市の議員１人当たりの人口比較だけではかれるものでは

ありません。我々市議会議員は、定数が 26 人だった 13 年前と比較しても負うべき責任や果たす

べき役割は明らかに増加しています。当時と比べても膨大な予算や業務量をチェックしなければ

ならない現状であることを強調しておかなければなりませんが、この点についても提案者が一顧だ

にしていないということに憤っております。議員定数が削減されることによって、市議会議員や市議

会が果たさなければならない執行機関や行政に対するチェック機能が弱まることが懸念されること

を指摘しなければなりません。一方で、行政側の権力については、事務量については増大してい

るのにもかかわらず、それをチェックする市議会のチェック能力を弱めてしまう提案というのは、現

時点においては全く道理がないと言わなければなりません。 
 議会制民主主義を守るために、その議会制民主主義を発展させるために、本条例の定数削減

には反対の立場での討論といたします。 

212 ◯議長（木村 徳君）  最後に無会派（無所属）の甲斐議員。 

213 ◯10 番（甲斐よしと君）  議員提出議案第１号、国分寺市議会議員定数条例の一部を改正

する条例について、賛成の立場で討論させていただきます。 
 まず、私個人としては議員定数を 24 人から２人削減して 22 人となったからといって、その中での

切磋琢磨が今以上に起こるとは思ってはおりません。また質の向上が見られる、また生産性の向

上が見られるとも思っておりません。自治体の議会は、市議会は市役所行政に対する二元体制の

一方であり、代議員制としての民主主義のコストであります。時間と経費をかけ、崇高な民主主義

に近づけるために存在しているはずであります。それゆえ、市議会自体も議員定数、報酬のありよ

うが問われている時代であります。しかしながら、議員定数の本当の適正な数の判断基準はない

と断言しても過言ではありませんでしょう。 
 よって、私はサイレントマジョリティーの声を受け、みずから置かれている議会での状況や処遇に

ついて、まずは民意に逆らわず、応えたいと努めている所存でございます。その民意が、もしくは

いわゆるポピュリズムだとしても、近隣自治体の動向を参考にして市民の皆様の理解が少しでも

得られるよう、まずは動いて答えを出していく必要性を模索いたしました。よって議案にも署名し、

賛同するところでございます。 
 この削減が次期の議会にて不都合等、または急激な人口増等々の整合性なきところが明らかに

なったとしたら、もとに戻すことについて異存はないですし、民意を感じ、国分寺市議会に合うよう

変えていただければよろしいと思っている次第であります。ただ、今現在、私は削減していく方向

性にトライして、検証していただきたいと願い、変革、改革へ向けての責務を現時点において果た

していきたいと考えるところでございます。議会にいる者として、自ら何も模索せず、取り組まない

わけにはいかない気持ちでいっぱいであります。議員定数の件のみならず、報酬の件も検討を進

めなければならないと考えるところでございます。この定数にしても、報酬にしても、今後議論が行

われる際は、より民主的で少数意見の方々のほうにもきちんと耳を傾け、時間をかけ、市民そして

専門家の意見も聴取しながら民主的なプロセスで進めていけるように願い、その一助を努めてま
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いりたいと考える所存でございます。 
 以上で討論を終わらせていただきます。 

214 ◯議長（木村 徳君）  以上で討論を終わります。 
 これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 
                   （賛成者起立） 

215 ◯議長（木村 徳君）  賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
    ────────────────── ◇ ────────────────── 

216 ◯議長（木村 徳君）  お諮りいたします。委員会審査等のため、９月 14 日から９月 30 日ま

で休会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
               （「異議なし」と発言する者あり） 

217 ◯議長（木村 徳君）  御異議なしと認めます。よって、９月 14 日から９月 30 日まで休会する

ことに決しました。 
 なお、次の本会議は 10 月１日月曜日、議会運営委員会閉会後に開きます。 
 本日は、これにて散会いたします。大変遅くまでお疲れさまでした。 
                   午後９時 24 分散会 

 


